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下
田
歌
子
関
係
書
簡
翻
刻
（
一
）　

─ 
長
崎
省
吾 

─

愛　

甲　

晴　

美

加　

藤　

靖　

子

髙　

瀨　

真
理
子

宮　

木　

孝　

子

下
田
歌
子
は
、
宮
中
奉
仕
時
代
か
ら
、
宮
中
に
関
わ
る
政
府
高
官

を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
人
々
と
の
交
流
の
中
で
信
頼
関
係
を
築

き
、
宮
中
を
辞
し
た
後
も
、
知
遇
を
得
た
人
々
の
協
力
に
よ
り
女
子

教
育
の
道
を
切
り
拓
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
人
脈
は
さ
ら
に
広
が

り
、
個
々
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、

現
存
す
る
関
係
書
簡
を
読
み
解
く
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
と
の

関
わ
り
を
繙
く
う
え
で
欠
か
せ
な
い
作
業
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
ま
で
に
も
す
で
に
本
学
図
書
館
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
や
、
関
係
す

る
人
物
の
関
係
文
書
集
な
ど
で
、
翻
字
が
公
開
さ
れ
て
い
る
書
簡
は

多
数
あ
る
が
、
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
書
簡
も
多
く
存
在
す
る
。
下

田
研
究
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
（
愛
甲
・
加
藤
・
髙
瀨
・
宮
木
）

で
は
、
こ
の
未
翻
字
の
書
簡
に
着
目
し
、
こ
れ
ら
の
書
簡
の
翻
字
を

進
め
て
い
る
。

本
稿
は
そ
の
初
回
と
し
て
、
宮
内
省
に
奉
職
し
、
ア
メ
リ
カ
、
イ

ギ
リ
ス
で
の
知
見
を
も
っ
て
外
交
面
の
裏
方
と
し
て
の
重
責
を
担

い
、
下
田
と
も
交
流
が
あ
っ
た
長
崎
省
吾
に
関
係
す
る
書
簡
を
取
り

上
げ
る
。
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長
崎
省
吾（
嘉
永
五
年（
一
八
五
二（

１
））～

昭
和
十
二
年（
一
九
三
七
））

は
、
薩
摩
藩
士
長
崎
作
右
衛
門
の
六
男
と
し
て
生
ま
れ
、
幼
少
よ
り

水
本
成
美
に
漢
学
を
学
び
、
後
に
水
本
に
従
っ
て
昌
平
黌
に
学
ん

だ（
２
） 。

外
務
省
に
奉
職
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
政
治
学
・
国
際
政
治
学
を

学
び（

３
）、

そ
の
後
明
治
九
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
附
書
記
二
等
見
習

の
辞
令
を
受
け
て
い
る（

４
）。

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
「
公
使
館
勤
務
の
傍

ら
皇
室
制
度
の
研
究
や
国
際
儀
礼
、
社
交
の
研
究
に
従
事（

５
）」

し
、
そ

の
成
果
は
明
治
十
九
年
『
英
都
交
際
一
班
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。
明
治
十
三
年
帰
国
し
、
宮
内
省
御
用
掛
兼
式
部
寮
御
用
掛
に

任
じ
ら
れ
る（

６
）。

そ
の
後
宮
内
省
権
少
書
記
官
、
式
部
官
、
宮
内
大
臣

秘
書
官
、
調
度
局
長
（
後
調
度
頭
）
等
を
歴
任
し
た
。

下
田
と
の
関
係
は
『
下
田
歌
子
先
生
傳
』（
以
下
『
先
生
傳
』）
に

も
記
さ
れ
て
い
る（

７
）。

欧
米
教
育
視
察
の
名
目
で
明
治
二
十
六
年
九
月

に
渡
欧
し
た
下
田
が
、
当
初
の
予
定
で
一
年
間
と
し
て
い
た
滞
留
期

間
の
延
長
を
切
望
し
た
際
、
小
松
宮
依
仁
親
王
の
渡
英
に
供
奉
し
て

い
た
長
崎
省
吾
が
翌
二
十
七
年
九
月
に
帰
朝
し
、
イ
ギ
リ
ス
で
の
下

田
の
実
績
を
宮
内
省
関
係
者
に
説
き
、「
長
崎
氏
の
こ
の
主
張
と
推

挽
は
、
そ
の
ま
ま
活
き
た
裏
書
き
と
し
て
、
省
内
の
空
気
を
頓
に
好

轉
さ
せ
る
こ
と
に
役
立
っ
た
」
と
さ
れ
る
。

長
崎
は
明
治
二
十
六
年
八
月
よ
り
小
松
宮
依
仁
親
王
の
欧
米
視
察

に
宮
内
大
臣
秘
書
官
兼
式
部
官
小
松
宮
家
令
と
し
て
随
行
し
て
い

た
。
長
崎
に
よ
る
そ
の
間
の
記
録
で
あ
る
『
欧
米
巡
回
日
誌
』
明
治

二
十
七
年
六
月
二
十
日
に
は
「
下
田
歌
子
女
史
来
訪
今
般
女
子
欧
米

来
遊
ニ
関
ス
ル
目
的
等
ニ
付
談
話
シ
又
現
今
将
来
ニ
對
シ
女
史
カ
懐

抱
ス
ル
意
見
ト
希
望
ト
ヲ
聞
キ
タ
リ
」
と
記
さ
れ
て
お
り（

８
）、

長
崎
書

簡
に
は
「
御
方
様
よ
り
延
期
願
ノ
理
由
幷
小
生
親
ク
目
撃
ノ
次
第
等

ハ
、
夫
々
へ
委
曲
陳
述
仕
置
候
ニ
付
」（
長
崎
書
簡
２
）
と
あ
る
よ

う
に
、
こ
の
延
長
や
滞
在
費
用
に
つ
い
て
長
崎
が
関
係
者
に
対
し
て

も
働
き
か
け
た
こ
と
が
確
認
で
き
、『
先
生
傳
』の
記
述
を
裏
付
け
る
。

「
先
ズ
龍
動
ニ
於
テ
御
依
嘱
ノ
件
は
一
ト
通
終
結
仕
候
事
と
奉
存
候
」

（
長
崎
書
簡
３
）
と
、
結
果
的
に
二
十
八
年
八
月
ま
で
の
延
長
が
実

現
し
た
背
景
に
は
、
現
地
で
の
下
田
の
実
状
と
視
察
の
意
義
を
理
解

し
後
押
し
し
た
長
崎
の
働
き
が
大
き
く
作
用
し
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。

ま
た
、
今
回
の
書
簡
を
調
査
す
る
過
程
で
、
下
田
と
長
崎
の
関
わ

り
が
、
遅
く
と
も
華
族
女
学
校
の
永
田
町
移
転
の
際
に
官
舎
を
借
用

し
た
明
治
二
十
二
年
に
遡
れ
る
こ
と
も
確
認
で
き
た
（
下
田
書
簡

１
）。
下
田
が
渡
欧
す
る
以
前
か
ら
華
族
女
学
校
学
監
の
立
場
で
、

官
舎
移
転
や
学
校
規
則
改
定
の
手
続
き
（
下
田
書
簡
２
）
な
ど
の
事

務
連
絡
が
、
宮
内
省
の
事
務
官
で
あ
っ
た
長
崎
と
の
間
で
交
わ
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

下
田
が
帰
国
後
華
族
女
学
校
学
監
へ
復
職
し
た
後
は
さ
ら
に
公
私

に
わ
た
っ
て
の
内
容
が
見
ら
れ
、
華
族
女
学
校
教
授
に
関
す
る
人
事

（
下
田
書
簡
４
、
５
、
10
）、
下
田
自
身
の
俸
給
（
下
田
書
簡
６
）
や
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昇
進
（
下
田
書
簡
５
）
に
つ
い
て
の
報
告
や
相
談
に
加
え
、
下
田
の

弟
平
尾
鍗
蔵
ら
が
関
係
し
た
詐
欺
事
件
に
関
す
る
事
柄
な
ど
も
認
め

ら
れ
る
（
下
田
書
簡
７
、８
）。
華
族
女
学
校
学
監
と
い
う
立
場
に
あ

る
下
田
が
、
身
内
の
不
祥
事
に
よ
り
困
難
な
状
況
に
お
か
れ
た
こ
と

を
知
る
資
料
と
し
て
も
興
味
深
い
（
下
田
書
簡
８
）。

ま
た
、
皇
太
子
妃
の
教
育
に
つ
い
て
清
岡
伏
見
宮
別
当
か
ら
相
談

が
あ
っ
た
際
に
は
、「
こ
れ
ハ
将
来
の
為
極
め
て
御
大
切
の
御
事
と

存
上
候
ま
ゝ
、
何
卒
御
前
様
に
篤
と
ご
相
談
申
上
、
御
高
察
を
も
伺

ひ
候
上
ニ
て
判
然
の
御
返
事
意
見
も
申
上
度
と
存
」
と
、
長
崎
に
意

見
を
求
め
る
な
ど
、
下
田
の
長
崎
へ
の
信
頼
感
の
強
さ
が
推
し
量
ら

れ
る
（
下
田
書
簡
16
）。

そ
の
他
、
年
代
は
不
明
な
が
ら
、
宮
中
や
青
山
御
殿
へ
の
参
内
の

際
着
用
す
る
服
装
に
つ
い
て
、
下
田
は
服
の
裾
の
長
短
に
つ
い
て
、

ど
ち
ら
の
服
が
こ
の
場
合
、
適
切
か
を
式
部
官
の
長
崎
に
尋
ね
て
い

る
。
そ
こ
か
ら
は
、
当
時
ま
だ
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
洋
装
で
の
宮

廷
衣
装
に
対
す
る
、
下
田
の
戸
惑
い
や
細
や
か
な
配
慮
が
垣
間
見
え

る
（
下
田
書
簡
17
）。
無
鉛
白
粉
献
上
に
関
す
る
内
容
か
ら
は
、
社

会
問
題
と
も
な
っ
た
と
さ
れ
る
白
粉
に
よ
る
鉛
中
毒
に
つ
い
て
「
醫

学
及
び
教
育
社
會
の
一
問
題
と
相
成
、
是
非
鉛
毒
を
厳
禁
致
さ
ね
バ

相
成
ら
ず
と
騒
ぎ
居
る
」
と
世
間
で
問
題
と
な
っ
た
こ
と
を
裏
付
け

る
（
下
田
書
簡
20
）。

下
田
は
欧
米
か
ら
帰
国
後
の
明
治
二
十
九
年
五
月
に
明
治
天
皇
の

第
六
皇
女
常
宮
昌
子
内
親
王
・
第
七
皇
女
周
宮
房
子
内
親
王
の
御
用

掛
を
拝
命
し
て
い
る
が
、
御
用
掛
拝
命
後
、
直
ち
に
品
川
の
高
輪
御

殿
御
学
問
所
で
二
人
の
内
親
王
へ
の
出
講
を
開
始
し
、
明
治
四
十
二

年
三
月
ま
で
続
け
ら
れ
た
。
長
崎
も
ま
た
辞
令
に
よ
れ
ば
翌
三
十
年

十
二
月
よ
り
常
宮
周
宮
御
用
掛
を
仰
付
か
っ
て
お
り
、
明
治
四
十
一

年
の
竹
田
宮
恒
久
王
と
常
宮
内
親
王
の
婚
儀
御
用
掛
、
翌
年
の
北
白

川
宮
成
久
王
と
周
宮
内
親
王
の
婚
儀
に
際
し
て
は
、
北
白
川
宮
御
用

掛
、
周
宮
御
用
残
務
取
扱
な
ど
を
務
め
て
お
り
、
下
田
と
長
崎
は
両

内
親
王
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
も
深
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

長
崎
は
四
人
の
娘
を
華
族
女
学
校
（
後
に
学
習
院
女
学
部
）
に
通

わ
せ
て
お
り
、
私
的
に
も
生
徒
の
保
護
者
と
し
て
の
関
わ
り
を
持
っ

て
い
た
。
長
年
に
わ
た
る
交
流
の
中
で
、
下
田
の
教
育
理
念
を
理
解

し
、
そ
の
実
現
に
助
力
し
、
共
に
宮
中
を
支
え
た
人
物
と
し
て
下
田

と
長
崎
と
の
関
係
は
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
稿
で
紹
介
す

る
書
簡
に
よ
り
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
解
説
・
愛
甲
晴
美
）

（
１
） 国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
『
長
崎
省
吾
関
係
文
書
』（
以

下
『
長
崎
省
吾
関
係
文
書
』）
資
料
番
号
五
〇
九
（
以
下
番
号
の
み

記
載
）。
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（
２
）
佐
々
木
隆
「
長
崎
省
吾
関
係
文
書
（
そ
の
１
）―「
省
吾
雑
記
」
上
―　

『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
第
六
十
六
集　

一
九
八
五
年　

六
十
九
頁

（
３
） 『
近
現
代
日
本
人
物
史
料
情
報
辞
典　

四
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
一

年　

一
九
二
頁
参
照

（
４
） 

前
掲
『
長
崎
省
吾
関
係
文
書
』
四
三
三
―
一

（
５
） 注
（
２
）
七
〇
頁

（
６
） 

前
掲
『
長
崎
省
吾
関
係
文
書
』
四
四
三
ー
八
、九

（
７
） 『
下
田
歌
子
先
生
傳
』
故
下
田
校
長
先
生
傳
記
編
纂
所　

一
九
四
三

年　

二
四
八
、二
四
九
頁

（
８
） 前
掲
『
長
崎
省
吾
関
係
文
書
』
三
十
五
―
十
七
（〔
欧
米
巡
回
日
誌　

明
治
二
十
六
年
八
月
四
日
～
二
十
七
年
九
月
二
十
六
日
〕「
欧
米
巡

回
日
誌　

第
拾
七　

自
明
治
廿
七
年
六
月
十
二
日　

至
七
月
七
日
」

コ
マ
四
、五
。

凡　

例

一
、 

本
稿
は
、『
長
崎
省
吾
関
係
文
書
』
の
う
ち
、第
二
次
受
入
分[
書
簡
篇]

に
属
す
る
下
田
歌
子
書
簡
長
崎
省
吾
宛
（
以
下
下
田
書
簡
）
二
十
三

通
（
五
三
一
九
）
お
よ
び
、
実
践
女
子
大
学
・
実
践
女
子
大
学
短
期
大

学
部
図
書
館
所
蔵
の
長
崎
省
吾
書
簡
下
田
歌
子
宛
（
以
下
長
崎
書
簡
）

五
通
を
対
象
と
し
た
。

一
、 

書
簡
は
差
出
人
別
に
項
目
を
立
て
、
所
蔵
先
を
括
弧
内
に
記
し
た
。

一
、 

差
出
人
内
の
書
簡
は
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
書
簡
に

つ
い
て
は
年
月
日
順
と
し
、
続
け
て
年
不
詳
の
も
の
を
月
日
順
に
配
し

た
。
実
践
女
子
大
学
・
実
践
女
子
大
学
短
期
大
学
部
図
書
館
所
蔵
書

簡
は
年
月
日
順
と
し
、
出
納
番
号
を
括
弧
内
に
記
し
た
。

一
、 

差
出
人
内
の
書
簡
に
は
、
算
用
数
字
で
通
し
番
号
を
付
し
、
差
出
年

月
日
を
見
出
し
と
し
た
。

一
、 

差
出
年
に
は
和
暦
を
用
い
た
。
不
明
な
も
の
は
年
不
詳
と
し
た
。

一
、 

必
要
な
場
合
は
編
者
注
を
付
け
た
。

一
、 

本
文
中
の
旧
字
は
可
能
な
限
り
原
文
通
り
と
し
た
。
た
だ
し
、
原
文

表
記
が
難
し
い
場
合
は
常
用
漢
字
を
使
用
し
た
。

一
、 

カ
タ
カ
ナ
記
載
は
そ
の
ま
ま
と
し
、
変
体
仮
名
は
ひ
ら
が
な
に
直
し

た
。
但
し
、

は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

一
、 

本
文
に
は
適
宜
句
読
点
を
付
し
、
闕
字
、
平
出
は
詰
め
た
。

一
、 

本
文
中
、
意
味
不
明
の
箇
所
に
は
（
マ
マ
）
と
行
間
に
付
し
た
。

一
、 

虫
損
・
破
損
な
ど
の
た
め
判
読
不
明
の
箇
所
は

で
示
し
た
。
字
数

が
分
か
る
場
合
は
字
数
分
を
□
で
示
し
た
。
判
読
が
不
確
実
な
文
字

は
□
で
囲
っ
た
。

下
田
歌
子
書
簡　

長
崎
省
吾
宛　
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室

所
蔵
）

１　

明
治
二
十
二
年
八
月
十
七
日

御
繁
忙
之
所
御
書
戴
き
恐
入
何
も
敬
承
致
し
候
、
官
舎
拝
借（

１
）の

事
に
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て
大
臣
閣
下（

２
）に

も
御
配
慮
被
下
候
よ
し
、
定
め
て
閣
下
に
も
種
々
御

厚
配
被
下
候
御
事
と
御
礼
厚
く
申
上
候
、
就
而
は
永
田
町
某
氏
邸
拝

借（
３
）の

事
ニ
御
決
定
相
成
候
ニ
付
右
図
面
御
廻
し
被
下
候
よ
し
、
是
又

有
難
く
存
上
候
、
乍
憚
御
礼
宜
敷
御
序
に
大
臣
閣
下
へ
御
申
入
の
程

希
ひ
上
奉
り
候
、
時
下
折
角
御
加
養
の
程
祈
り
入
候
、
い
つ
も
乍
御

無
音
の
ミ
御
海
容
被
下
候
、
先
ハ
早
々
貴
晤
、
か
し
こ

八
月
十
七
日

下
田
歌
子
拝

長
崎
秘
書
官
殿　

拝
復

（
封
筒
表
）

「　

長
崎
秘
書
官
殿　

拝
復　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

下
田
歌
子
拝

下
田
（
朱
印
）　　
　

八
月
十
七
日　
　
　
　
　
　

」

（
１
） 明
治
二
十
二
年
七
月
六
日
、
華
族
女
学
校
は
四
谷
区
尾
張
町
の
皇
宮

付
属
地
よ
り
麹
町
区
永
田
町
新
校
舎
に
移
転
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、

同
年
九
月
四
日
、
下
田
も
永
田
町
官
舎
に
移
転
し
た
。
宮
内
庁
宮
内

公
文
書
館
所
蔵
「
土
地
建
物
録　

明
治
二
十
二
年
」
に
よ
れ
ば
、
同

年
九
月
六
日
付
で
、
内
匠
寮
か
ら
学
監
官
舎
と
し
て
林
海
軍
少
将
旧

宅
の
引
渡
し
を
受
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
書
簡
は
明
治
二
十
二

年
と
思
わ
れ
る
。
愛
甲
晴
美
「
実
践
女
子
大
学
図
書
館
蔵　

下
田
歌

子
自
筆
日
記
に
つ
い
て
（
二
）　

明
治
二
十
二
年
の
概
要
」『
下
田
歌

子
研
究
所
年
報　

女
性
と
文
化
』
第
二
号　

学
校
法
人
実
践
女
子
学

園　

下
田
歌
子
研
究
所　

二
〇
一
六
年
参
照
。

（
２
） 土
方
久
元
宮
内
大
臣
（
在
職
期
間
：
明
治
二
十
年
十
月
二
十
五
日
～

同
三
十
一
年
二
月
九
日
、
官
報　

第
一
二
九
九
号
（
明
治
二
十
一
年

十
月
二
十
六
日
）、
第
四
三
七
九
号
（
明
治
三
十
一
年
二
月
九
日
）
に

よ
る
）。

 

土
方
久
元　

文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
～
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）

旧
土
佐
藩
主
、
維
新
後
新
政
府
に
出
仕
。
明
治
四
年
に
太
政
官
、
の

ち
内
務
・
宮
内
少
輔
を
経
て
内
務
大
輔
・
内
閣
書
記
官
長
・
元
老
院

議
官
・
宮
内
顧
問
官
・
農
商
務
大
臣
・
宮
内
大
臣
・
枢
密
院
顧
問
官

な
ど
の
要
職
を
歴
任
し
た
。

（
３
） 永
田
町
某
氏
邸
は
、
日
清
戦
争
の
功
で
男
爵
を
叙
爵
し
、
安
保
と
改

姓
し
た
林
海
軍
少
将
（
林
清
康
）
の
旧
宅
を
さ
す
。

２　

明
治
二
十
四
年
九
月
十
日

舌
代

前
畧
御
ゆ
る
し
被
下
度
候
。
さ
て
ハ
学
校
時
間
割（

１
）の

件
に
て
と
少
々

さ
し
上
る
べ
き
事
出
来
、
こ
れ
出
来
ず
候
て
ハ
御
時
間
の
事
等
に
不
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都
合
を
生
じ
候
間
、
相
済
ま
せ
候
て
伺
ひ
度
。
甚
だ
御
多
忙
中
恐
縮

な
が
ら
五
時
頃
ニ
相
成
て
も
御
さ
し
つ
か
へ
無
之
や
。
但
し
若
し
御

さ
し
く
り
御
む
つ
か
し
く
バ
、
無
據
一
寸
中
途
ニ
致
し
て
も
参
上
仕

度
と
存
居
候
。
右
取
急
ぎ
御
願
ひ
申
上
試
ミ
候
ま
ゝ
御
口
上
早
々
御

返
事
希
上
候
、
か
し
こ

九
月
十
日

下
田
歌
子
拝

長
崎
様　

御
も
と

（
封
筒
表
）

「　

長
崎
省
吾
様　

御
親
展　

至
急　
　
　
　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　

〆　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
田
歌
子
（
鉛
筆
書
き
）

下
田
歌
子
拝

九
月
十
日
午
後　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
１
） （
女
子
学
習
院
『
女
子
学
習
院
五
十
年
史
』
昭
和
十
年
、
二
二
六
頁
）

に
よ
る
と
、
規
則
（
明
治
十
八
年
九
月
五
日
達
示
）
の
授
業
時
間
を

含
む
改
定
は
明
治
二
十
二
年
八
月
一
日
、
明
治
二
十
四
年
九
月
、
明

治
二
十
六
年
八
月
の
た
め
、
書
簡
の
差
出
年
は
明
治
二
十
四
年
と
推

測
さ
れ
る
。

３　

明
治
二
十
五
年
（
１
）
ニ
月
二
日

過
刻
一
寸
書
状
を
以
て
相
願
ひ
上
候
所
、既
に
御
退
出
後
の
よ
し
故
、

明
日
書
面
さ
し
上
可
申
承
細
ハ
、
書
記
平
岩
扶
佐
吉（

２
）な

る
者
へ
相
托

し
候
間
、
何
時
に
て
も
学
校
迠
御
申
遣
ハ
し
、
同
人
御
呼
よ
せ
に
て

御
示
揮
被
下
候
や
う
一
重
ニ
希
ひ
上
候
。
何
も
取
急
ぎ
、
匆
々
か
し

こ
二
月
二
日
夕

下
田
歌
子
拝

長
崎
様　

御
ま
へ
に

（
封
筒
表
）

「　

麹
町
区
一
番
町
四
番
地

長
崎
省
吾
様　

御
ま
へ
に　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　

〆　

二
月
二
日
夕　
　

永
田
町　

下
田
歌
子
拝　

」

（
１
） 
消
印
に
よ
る
。

（
２
） 
華
族
女
学
校
雇
書
記
（
明
治
十
八
年
九
月
～
同
十
九
年
二
月
）
同
書

記
（
明
治
十
九
年
二
月
～
同
三
十
九
年
四
月
）、（
前
掲
『
女
子
学
習

院
五
十
年
史
』
旧
職
員
名
簿
（
以
下
名
簿
）
三
八
頁
、
四
四
頁
）。
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４　

明
治
二
十
八
年
十
二
月
十
二
日

先
日
は
失
礼
申
上
候
。
さ
て
先
達
而
一
寸
御
咄
し
申
上
候
秋
山
と
申

教
師（

１
）之

事
、
氏
の
親
友
よ
り
態
々
細
川
氏（

２
）に

申
入
候
事
に
て
其
非
職

と
な
り
し
原
因（

３
）も

能
く
了
解
相
成
、
却
て
細
川
氏
よ
り
採
用
致
し
度

旨
私
に
相
談
有
之
、
大
に
好
都
合
ニ
御
座
候（

４
）。

多
分
本
日
ハ
本
省
へ

表
向
伺
ひ
ニ
相
成
候
半
と
被
存
候
間
、
猶
此
上
可
然
御
含
み
の
程
希

上
候
。
尚
又
過
日
中
一
方
な
ら
ぬ
御
厚
配
被
下
候
一
件
ハ
、
御
蔭
を

以
て
充
分
御
疑
念
晴
さ
せ
ら
れ
候
旨
に
て
徳
大
寺
侯（

５
）よ

り
佐
々
木
伯（

６
）

へ
傳
達
有
之
、
至
急
内
親
王
御
家
庭
御
教
育
の
方
法
委
細
取
調
べ
さ

し
出
す
べ
き
旨
御
さ
た
有
之（

７
）、

一
方
に
ハ
内
事
課
よ
り
校
長
へ
御
達

し
に
て
欧
米
女
子
教
育
見
聞
概
要（

８
）さ

し
出
す
べ
き
旨
に
て
、
此
校
務

多
忙
の
折
柄
こ
れ
に
も
足
ら
ざ
る
有
様
に
有
之
候
へ
共
、
実
ニ
積
極

的
の
繁
忙
ハ
た
と
へ
寐
時
を
減
じ
候
て
も
更
に
う
れ
ひ
と
す
る
所
ニ

無
之
、
そ
れ
も
全
く
御
前
様
の
充
分
に
私
の
言
行
御
見
聞
の
侭
憚
る

所
な
く
御
弁
誤
被
下
候
結
果
と
深
く

く
御
礼
申
上
候
。
委
細
御
礼

辞
ハ
其
内
拝
顔
の
上
に
と
先
は
取
敢
ず
御
報
の
ミ
、
か
し
こ

十
二
月
十
二
日

下
田
歌
子
拝

長
崎
様　

御
前
に

（
封
筒
表
）

「　

麹
町
区
壱
番
町
御
官
邸

長
崎
省
吾
様　

御
親
展　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　

〆　
　

十
二
月
十
二
日　
　
　

下
田
歌
子
拝　
　

」

（
１
） 

秋
山
四
郎　

華
族
女
学
校
教
授　

明
治
十
九
年
二
月
～
同
二
十
六
年

七
月
（
非
職
）、明
治
二
十
八
年
十
二
月
～
同
三
十
九
年
四
月
（
退
官
）

（
前
掲
『
女
子
学
習
院
五
十
年
史
』
名
簿
四
十
頁
・
四
三
頁
）。

（
２
） 

細
川
潤
次
郎　

天
保
五
年（
一
八
三
四
）～
大
正
十
二
年（
一
九
二
三
）　

旧
土
佐
藩
士
、
華
族
女
学
校
四
代
目
校
長
、
在
任
期
間
は
明
治

二
十
六
年
十
一
月
～
同
三
十
九
年
四
月
（
前
掲
『
女
子
学
習
院
五
十

年
史
』
名
簿
四
三
頁
）。
知
育
偏
重
を
批
判
し
徳
育
を
重
視
し
た
前

校
長
西
村
茂
樹
の
後
を
受
け
、
体
育
を
加
え
た
知
育
・
徳
育
・
体
育

を
教
育
方
針
に
掲
げ
た
。

（
３
） 

華
族
女
学
校
教
授
の
那
珂
道
世
（
学
監
補
）
と
幹
事
の
北
澤
正
誠
が

争
い
、
西
村
茂
樹
校
長
が
双
方
と
秋
山
四
郎
を
免
職
に
し
た
事
件
。

加
藤
靖
子
「
華
族
女
学
校
を
め
ぐ
る
政
治
―
華
族
女
学
校
の
学
習
院

へ
の
併
合
と
下
田
歌
子
の
辞
任
を
中
心
に
ー
」『
大
学
史
研
究
』
第

二
十
八
号　

大
学
史
研
究
会　

二
〇
一
九
年
、
一
〇
七
～
八
頁
参
照
。

（
４
） 明
治
二
十
八
年
の
再
任
用
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

（
５
） 

徳
大
寺
実
則　

天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
～
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
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堂
上
公
家
（
精
華
家
）
維
新
前
は
尊
攘
派
と
し
て
活
動
し
た
。
明
治

天
皇
の
側
近
と
し
て
崩
御
ま
で
侍
従
長
の
職
に
あ
り
、
宮
内
卿
、
内

大
臣
な
ど
も
務
め
た
。

（
６
） 佐
々
木
高
行　

天
保
元
年（
一
八
三
〇
）～
明
治
四
十
三
年（
一
九
一
〇
）　

旧
土
佐
藩
士
、
明
治
十
八
年
宮
中
顧
問
官
、
同
二
十
一
年
枢
密
顧
問

官
と
な
り
明
治
天
皇
の
信
任
を
得
た
。
東
宮
明
宮
の
教
育
主
任
、
皇

女
養
育
主
任
と
し
て
奉
仕
す
る
中
で
、
下
田
の
手
腕
を
高
く
評
価
し
、

後
ろ
盾
と
な
っ
て
下
田
の
欧
米
教
育
視
察
や
皇
女
教
育
の
御
用
掛
を

後
押
し
し
、
相
談
役
と
し
て
深
く
関
わ
っ
た
。

（
７
） 

実
践
女
子
大
学
・
実
践
女
子
短
期
大
学
部
図
書
館
下
田
歌
子
関
係
資

料
（
以
下
下
田
資
料
）
に
は
、
明
治
二
十
九
年
に
記
さ
れ
た
内
親
王

殿
下
御
家
庭
教
育
案
の
自
筆
草
稿（
〇
〇
四
六
）が
あ
り
、内
題
は「
内

親
王
殿
下
御
家
庭
教
育
に
関
し
、

常
宮

周
宮
殿
下
御
養
育
主
任
、
従
二
位

伯
爵
佐
々
木
高
行
殿
よ
り
の
、
下
問
に
対
す
る
の
鄙
見
」
と
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
、
書
簡
の
要
請
に
対
し
て
出
さ
れ
た
調
書
の
草
稿
の
可
能

性
が
高
い
。

（
８
） 

内
事
課
か
ら
の
通
達
に
対
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
は
確
認
で

き
な
い
が
、
下
田
資
料
に
は
明
治
二
十
九
年
に
記
し
た
と
推
測
さ
れ

る
「
欧
米
二
州
女
子
教
育
実
況
概
要
」
自
筆
草
稿
断
片
（
〇
〇
九
七
）、

「
英
仏
独
伊
墺
白
瑞
米
女
子
教
育
の
大
要
」
自
筆
草
稿
（
〇
〇
九
八
）

が
あ
る
。

５　

明
治
二
十
八
年
十
二
月
十
七
日

過
日
来
か
ね
て
御
厚
配
を
仰
ぎ
候
事
ハ
却
て
容
易
に
は
こ
び
候
も
の

と
相
ミ
え
、
秋
山
元
教
授（

１
）に

ハ
明
日
本
校
よ
り
御
用
召
ニ
有
之
候
。

然
る
所
之
に
連
伴
し
て
校
長
改
め
て
口
を
開
か
れ
候
に
ハ
、
私
事
学

監
奉
職
後
満
十
年
間（

２
）更

に
昇
進
無
之
ニ
付
、
本
年
ハ
其
事
本
省
へ
上

申
致
し
置
た
る
に
、
あ
と
の
か
ら
す
が
先
き
に
立
ち
て
君
ハ
未
だ
也

と
の
事
ニ
御
座
候
。
却
て
校
長
よ
り
上
達
無
之
う
ち
な
ら
バ
、
本
校

掛
官
も
氣
附
不
申
何
事
も
無
之
候
へ
共
、
既
に
其
事
ニ
至
り
候
て
萬

一
に
も
却
下
さ
る
ゝ
が
如
き
事
有
之
候
て
は
不
面
目
此
上
な
き
事
。

過
日
も
一
寸
御
礼
を
筆
し
て
申
上
候
通
り
、
既
に
其
筋
の
御
疑
團
も

晴
れ
候
由
の
今
日
、
校
務
多
忙
の
折
か
ら
眠
食
を
忘
れ
夜
を
更
し
て

彼
件
も
取
調
べ
居
候
や
う
の
義
ニ
候
故
、
何
卒
御
前
様
の
御
厚
配
を

以
て
私
が
本
校
に
對
し
不
面
目
の
結
果
無
之
様
、
御
取
計
ら
ひ
候
御

大
之
助
の
程
希
上
候
。
何
も
其
内
拝
顔
ニ
と
、
匆
々
か
し
こ

十
二
月
十
七
日

下
田
歌
子
拝

長
崎
様　

御
も
と
へ

二
白
、
前
後
な
が
ら
御
序
ニ
御
奥
様
へ
も
可
然
御
鶴
声
の
程
希
上
候

（
封
筒
表
）
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「　

麹
町
区
壱
番
町
御
官
邸

長
崎
省
吾
様　

御
親
展　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　

〆　

十
二
月
十
七
日　
　
　

下
田
歌
子
拝　
　
　

」

（
１
） 下
田
書
簡
４
注
（
１
）
に
同
じ
。

（
２
） 下
田
歌
子
学
監
就
任
は
明
治
十
九
年
十
二
月
。
奉
職
後
「
満
」
十
年

で
あ
れ
ば
明
治
二
十
九
年
だ
が
、
長
崎
書
簡
６
注
（
１
）
に
示
す
よ

う
に
、『
か
ざ
し
の
桜
』
明
治
二
十
八
年
十
二
月
二
十
三
日
条
掲
載
の

下
田
の
書
簡
に
満
十
年
昇
進
の
話
が
出
て
お
り
、
且
つ
秋
山
の
就
職

（
明
治
二
十
八
年
十
二
月
～
）前
な
の
で
明
治
二
十
八
年
と
思
わ
れ
る
。

６　

明
治
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

前
畧
、
今
朝
ハ
存
じ
よ
ら
ず
増
俸（

１
）の

栄
を
得
有
難
く
種
々
一
方
な
ら

ぬ
御
厚
配
の
程
浅
か
ら
ず

く
御
礼
申
上
、
尚
明
日
か
明
後
日
の
う

ち
参
舘
の
上
萬
縷
可
申
上
候
。
さ
て
過
日
御
咄
し
の
事
ハ
佐
伯（

２
）に

懇

談
大
い
に
好
都
合
の
咄
し
ニ
有
之
、成
否
ハ
豫
期
仕
り
難
く
候
へ
共
、

先
々
心
ひ
そ
か
に
相
楽
し
み
居
候
。
先
は
百
事
拝
顔
の
上
と
、
匆
々

か
し
こ

（
封
筒
表
）

「　

麹
町
区
壱
番
町
御
官
邸

長
崎
省
吾
様　

御
親
展　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　

〆　
　
　

十
二
月
廿
七
日　
　
　

下
田
歌
子
拝　

」

（
１
） 

安
在
邦
夫
・
望
月
雅
士
編
『
佐
佐
木
高
行
日
記
―
か
ざ
し
の
桜
』
北

泉
社　

二
〇
〇
三
年
の
明
治
二
十
八
年
十
二
月
二
十
三
日
条
に
十
二

月
二
十
八
日
付
の
下
田
か
ら
佐
々
木
高
行
へ
の
書
簡
が
掲
載
さ
れ
て

お
り
、
そ
こ
に
「
尚
本
日
存
じ
よ
ら
ず
増
棒
（
壱
ケ
年
弐
百
円
）
相

成
り
」
と
あ
る
の
で
、
書
簡
は
明
治
二
十
八
年
の
も
の
。（「
相
成
り
、

且
校
長
に
は
昇
等
之
事
に
致
し
度
と
心
配
致
し
候
へ
共
、
何
分
満
十

ケ
年
之
快
倫
の
昇
等
は
内
規
に
も
れ
出
来
ざ
る
と
の
事
に
有
之
、
百

事
御
懇
切
に
御
心
配
被
下
候
ま
ま
、
取
敢
ず
右
御
明
耳
申
上
候
」）

（
２
） 下
田
書
簡
４
注
（
６
）
に
同
じ
。

７　

明
治
二
十
九
年
（
１
）

十
二
月
九
日

前
畧
御
ゆ
る
し
被
下
候
。
さ
て
ハ
御
賢
知
被
遊
候
ら
ん
昨
日
新
聞
の

帋
上
に
出
候
愚
弟
の
一
件（

２
）、

た
ゞ

く
夢
に
會
見
る
心
地
致
し
、
か

く
も
不
肖
な
が
ら
、
国
家
の
為
と
の
ミ
い
た
づ
き
罷
候
近
親
中
に
、

か
ゝ
る
者
を
出
し
候
て
ハ
と
遺
憾
憤
慨
の
餘
、
今
更
ニ
御
前
様
の
如

き
御
知
己
に
對
し
奉
り
候
て
も
今
更
拝
顔
を
得
候
面
目
も
無
之
心
地
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致
し
候
て
、餘
り
短
慮
な
り
し
か
も
難
計
候
へ
共
、昨
日
今
日
、佐
々

木
伯（

３
）細

川
校
長（

４
）に

退
身
の
決
意
書
状
を
以
て
申
出
候
所
、
御
両
所
と

も
に
恪
も
同
一
轍
に
出
た
る
如
く
懇
々
と
の
御
説
諭
、
決
し
て
更
ニ

く
顧
慮
心
配
無
く
候
、
従
前
の
通
相
勤
め
候
様
ニ
と
の
御
諭
し
ニ

付
、
此
場
ニ
臨
ミ
強
て
我
意
も
張
り
か
ね
候
次
第
、
か
く
決
心
を
ひ

る
が
へ
し
候
以
上
は
一
應
右
始
末
も
御
耳
に
入
れ
置
候
度
、
い
つ
に

て
も
よ
ろ
し
く
御
閑
暇
の
を
り
御
一
報
戴
き
度
、
右
御
ね
が
ひ
か
た

ぐ
取
敢
ず
申
上
候
。
尚
拝
晤
の
上
大
臣
閣
下（

５
）に

も
一
通
り
ハ
御
咄

し
申
上
置
度
、
こ
れ
亦
可
然
御
含
ミ
の
程
希
上
候
、
何
も

く
早
々

か
し
こ

十
二
月
九
日　

夜
認

下
田
歌
子
拝

長
崎
様　

御
前
に

（
封
筒
表
）

「　

長
崎
省
吾
様　

必
御
親
展　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　

〆　
　

十
二
月
九
日　
　
　

下
田
歌
子
拝　
　
　

」

（
１
） 本
文
内
容
に
よ
る
。

（
２
） 明
治
二
十
九
年
十
二
月
八
日
各
紙
に
は
、
下
田
歌
子
の
弟
の
関
係
す

る
詐
欺
事
件
に
つ
い
て
の
報
道
が
出
て
い
る
（
例
え
ば
東
京
朝
日
新

聞
「
大
詐
偽
の
発
覚
」）
こ
と
か
ら
、
こ
の
書
簡
は
明
治
二
十
九
年
。

（
３
） 下
田
書
簡
４
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
４
） 下
田
書
簡
４
注
（
２
）
に
同
じ
。

（
５
） 下
田
書
簡
１
注
（
２
）
に
同
じ
。

８　

明
治
二
十
九
年
（
１
）
十
二
月
十
六
日

前
畧
御
ゆ
る
し
被
下
度
候
、
さ
て
過
日
ハ
い
つ
も
な
が
ら
実
に
御
懇

篤
な
る
御
慰
愉
に
預
り
、
御
厚
情
の
程
浅
か
ら
ず
御
禮
申
上
候
。
早

速
拝
趨
御
礼
も
申
上
、
顛
末
も
御
咄
し
申
上
度
と
存
な
が
ら
、
此
御

多
忙
中
い
や
な
事
を
申
上
候
も
心
無
く
、
且
ハ
自
ら
も
憤
懣
慷
慨
の

為
更
に
寐
食
を
あ
ん
ぜ
ざ
る
今
日
、
何
分
心
も
す
ゝ
み
不
申
候
間
、

今
一
週
間
か
十
日
も
立
ち
候
ハ
ゞ
、
と
も
か
く
も
整
理
相
つ
き
候
事

と
被
存
候
間
、其
後
に
於
て
御
礼
の
為
参
上
仕
度
と
存
居
候
。
さ
て
、

か
く
愚
弟
豫
審
中
に
て
、
更
に
死
人
口
無
し
と
申
候
様
な
る
有
様
、

一
向
私
承
知
仕
ら
ざ
る
負
債
続
々
出
て
来
た
り
申
候
。
右
ハ
本
件
発

覚
せ
ん
と
す
る
砌
り
、
刑
に
觸
る
ゝ
が
如
き
事
丈
を
防
ぎ
度
と
存
候

て
、
負
擔
致
し
候
も
の
ハ
も
と
よ
り
承
知
の
事
ニ
有
之
候
へ
共
、
餘

ハ
決
し
て
存
じ
不
申
、右
ニ
付
至
急
の
調
査
整
理
を
要
し
候
事
に
て
、

既
ニ
親
戚
等
協
議
着
手
中
ニ
御
座
候
（
勿
論
確
實
な
る
弁
護
士
な
ど

入
れ
候
て
）。
右
之
次
第
故
、
彼
等
悪
漢
ハ
い
か
な
る
運
動
を
な
し
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て
千
萬
一
に
も
俸
給
さ
し
押
ヘ
等
を
本
省
大
臣
宛
な
ど
に
て
さ
し
出

し
候
や
も
難
計
候
へ
共
、
最
早
私
方
に
ハ
そ
れ

く
準
備
中
故
、
若

し
右
様
の
事
も
候
ハ
ゞ
、
何
卒
之
御
前
様
御
含
み
を
以
て
早
速
学
校

迠
御
通
知
被
下
度
、
誠
に
目
下
災
害
並
び
至
る
と
申
様
の
境
遇
ニ
候

も
、
不
肖
何
等
の
徳
あ
り
て
か
、
私
家
事
に
た
づ
さ
ハ
り
居
候
人
々
、

非
常
之
熱
心
尽
力
罷
在
候
間
、
必
ず
好
果
を
得
候
事
と
此
点
ハ
相
信

じ
居
候
。
神
ハ
国
家
の
為
ニ
事
あ
ら
ん
と
す
る
人
の
為
に
ハ
千
百
の

患
難
を
下
す
も
の
と
の
金
言
、
或
ひ
ハ
私
不
肖
を
慰
む
る
の
談
な
る

か
と
迠
被
存
候
、
御
賢
察
被
下
度
候
。
右
あ
ら

く
の
所
は
御
含
候

迠
ニ
、
大
臣
閣
下（

２
）へ

も
書
状
さ
し
出
し
置
可
申
ニ
付
、
左
様
御
承
知

被
下
度
候
、
何
も

く
御
礼
御
願
ひ
用
の
ミ
、
匆
々
か
し
こ

十
二
月
十
六
日

下
田
歌
子
拝

長
崎
様　

御
前
に

（
封
筒
表
）

「　

麹
町
区
壱
番
町
御
官
邸

長
崎
省
吾
様　

乞
御
親
展　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　

〆　
　

十
二
月
十
六
日　
　

下
田
歌
子
拝　
　
　

」

（
１
） 下
田
書
簡
７
注
（
２
）
に
同
じ
。

（
２
） 下
田
書
簡
１
注
（
２
）
に
同
じ
。

９　

明
治
三
十
年
（
１
）

六
月
十
一
日

其
後
は
存
じ
な
が
ら
意
外
の
御
無
音
の
ミ
、
御
許
し
被
下
度
候
。
さ

や
う
ニ
候
へ
ば
、
西
京
駐
輦（

２
）も

意
外
に
御
長
く
成
参
ら
せ
ら
れ
候
。

定
め
て
御
不
自
由
の
御
義
ニ
被
為
在
候
半
と
山
々
御
察
し
申
上
候
。

さ
て
は
今
般
、
松
方
総
理（

３
）御

地
へ
御
出
相
成
候
ふ
ニ
付
、
佐
伯（

４
）よ

り

加
賀
美
氏
の
事
御
依
頼
ニ
相
成
候
よ
し
に
て
、
尚
又
何
卒
私
よ
り
極

内
々
御
前
様
迠
、
若
し
総
理
右
之
件
御
尋
ね
ニ
候
ハ
ゞ
、
是
ま
で
の

情
況
御
咄
し
被
下
や
う
御
ね
が
ひ
申
上
く
れ
よ
と
伯
夫
人
よ
り
御
依

頼
、
且
ね
が
は
く
バ
、
私
よ
り
も
総
理
へ
も
直
接
申
上
置
く
れ
よ
と

の
御
事
故
、
一
寸
罷
出
候
へ
共
、
何
分
非
常
の
御
多
端
に
て
拝
顔
を

得
ず
候
ひ
き
。
右
之
次
第
何
卒

く
可
然
御
含
ミ
の
上
、
御
問
ひ
の

節
ハ
視
費
之
御
取
な
し
の
や
う
只
管
懇
願
奉
り
候
。
承
細
ハ
い
づ
れ

御
帰
京
の
上
ニ
と
、
御
無
さ
た
の
御
詫
び
か
た

ぐ
右
一
重
ニ
御
ね

が
ひ
申
上
候
、
草
々
か
し
こ

〆　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
月
十
一
日

長
崎
秘
書
官
様　

御
前
に　

下
田
歌
子
拝
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（
封
筒
表
）

「　

京
都
府
下　

行
在
所
ニ
テ

長
崎
宮
内
秘
書
官
殿　
　
　

乞
御
親
展

回
答
漏　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　

〆　
　
　
　
　

下
田
歌
子
（
鉛
筆
書
き
）

華
族
女
學
校　
　
　
　

 

六
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
１
） 

消
印
に
よ
る
。

（
２
） 長
崎
省
吾
は
宮
内
省
秘
書
官
の
役
職
と
し
て
明
治
三
十
年
四
月
十
三

日
付
で
京
都
行
幸
行
啓
供
奉
を
申
し
付
け
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
『
長

崎
省
吾
関
係
文
書
』
四
三
八
―
四
）。

（
３
） 松
方
正
義　

天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
～
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）

旧
薩
摩
藩
士
、
明
治
維
新
後
、
特
に
財
政
関
係
の
役
職
を
歴
任
し
、

紙
幣
整
理
に
手
腕
を
発
揮
し
た
。
大
蔵
卿
、
大
蔵
大
臣
と
し
て
在
職
、

総
理
在
職
は
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
五
月
六
日
～
同
二
十
五

年
（
一
八
九
二
）
八
月
八
日
、
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
九
月

十
八
日
～
同
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
一
月
十
二
日
。

（
４
） 下
田
書
簡
４
注
（
６
）
に
同
じ
。

10　

明
治
三
十
年
十
月
十
三
日

（
封
筒
表
）

「　

麹
町
区
壱
番
町
御
官
邸

長
崎
省
吾
様　

御
親
展　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　

〆　
　
　

十
月
十
三
日　
　
　

下
田
歌
子
拝　
　

」

※ 

本
文
は
履
歴
書
の
み
で
、
近
藤
嘉
三
の
も
の
。
履
歴
書
の
翻
字
は

省
略
。

近
藤
嘉
三　

華
族
女
学
校　

国
文
科
授
業
嘱
託　

明
治
三
十
三
年

九
月
～
同
三
十
四
年
四
月
（
前
掲
『
女
子
学
習
院
五
十
年
史
』
名

簿
四
二
頁
）。

11　

明
治
三
十
五
年
十
ニ
月
六
日

や
う

く
寒
さ
相
加
は
り
候
へ
共
、
弥
御
清
祥
の
御
義
御
喜
び
申
上

候
。
扨
昨
日
ハ
高
輪
御
殿
御
学
問
所
開
候（

１
）に

付
御
慰
労
も
あ
ら
せ
ら

れ
候
て
、
結
構
な
る
紀
念
品
賜
ハ
り
何
と
も
恐
縮
有
難
が
り
候
。
尚

又
加
賀
美
夫
人（

２
）よ

り
咄
し
有
之
候
、
英
国
皇
室
女
官
某
よ
り
お
く
ら

れ
候
女
子
教
育
ニ
関
す
る
書
き
物
、
暫
時
借
用
仕
度
右
御
ね
が
ひ
申
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上
候
。
何
も

く
拝
芝
の
上
巨
細
相
尽
可
申
と
、
匆
々
か
し
こ

十
二
月
六
日

下
田
歌
子

長
崎
御
用
掛（

３
）様　

御
も
と

（
封
筒
表
）

「　

回
答
漏

調
度
局
長（

４
）長

崎
省
吾
殿　

御
親
展　
　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　

〆　

十
二
月
六
日　
　

下
田
歌
子
（
鉛
筆
書
き
）

下
田
歌
子

」

（
１
） 

前
掲
『
か
ざ
し
の
桜
』
明
治
三
十
五
年
十
二
月
五
日
条
に
御
学
問
所

開
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
十
二
月
六
日
付
の
こ
の
書

簡
で
は
「
昨
日
高
輪
御
殿
御
学
問
所
開
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
書
簡
は
明
治
三
十
五
年
の
も
の
。

（
２
） 

加
賀
美
繁
子　

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
～　

佐
々
木
高
行
二
女
、

加
賀
美
光
賢
夫
人
、
明
治
二
十
二
年
常
宮
昌
子
内
親
王
殿
下
御
養
育

の
任
に
あ
た
り
、
翌
二
十
三
年
更
に
周
宮
房
子
内
親
王
殿
下
御
養
育

掛
と
な
る
。『
人
事
興
信
録　

第
４
版
』
人
事
興
信
所　

一
九
一
五
年　

十
六
頁
参
照
。

（
３
） 長
崎
は
明
治
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日
付
で
常
宮
周
宮
御
用
掛
を
仰

付
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
『
長
崎
省
吾
関
係
文
書
』
四
三
八
―
九
「
辞

令
（
常
宮
周
宮
御
用
掛
被
仰
付
）」）。

（
４
） 長
崎
は
明
治
三
十
年
九
月
十
六
日
に
調
度
局
長
を
兼
任
し（
前
掲『
長

崎
省
吾
関
係
文
書
』
四
三
八
―
五
）、
明
治
三
十
五
年
十
二
月
二
十
七

日
付
辞
令
に
も
調
度
局
長
の
役
職
名
が
確
認
で
き
る
（
前
掲
『
長
崎

省
吾
関
係
書
簡
』
二
九
四
）。

12　

年
不
詳
一
月
二
日

先
日
来
種
々
御
厚
配
相
願
ひ
何
と
も
恐
れ
入
候
。
即
ち
本
日
書
面
さ

し
出
さ
せ
候
間
、
可
然
御
指
揮
之
程
希
ひ
上
候
。
猶
文
面
其
他
に
不

都
合
之
所
有
之
候
ハ
ゞ
、
何
卒
直
ち
に
御
直
し
の
上
御
返
却
被
下
候

や
う
御
ね
が
ひ
申
上
候
。
私
も
亡
夫（

１
）家

の
事
に
て
無
據
義
務
の
急
用

出
来
致
し
、
墓
参（

２
）と

し
て
急
に
十
日
間
許
り
御
暇
願
ひ
田
舎
へ
参
り

候
ま
ゝ
、
帰
京
次
第
猶
伺
ひ
御
礼
可
申
上
候
。
何
も

く
匆
々
御
願

ひ
の
み
、
か
し
こ

一
月
二
日 

下
田
歌
子
拝

長
崎
様　

御
ま
へ
に

（
封
筒
表
）

「　

長
崎
秘
書
官（

３
）殿　

乞
親
展　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
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（
封
筒
裏
）

「　

〆　
　

一
月
二
日　

下
田
歌
子
拝　
　
　
　
　
　

」

（
１
） 下
田
猛
雄　

嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
～
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）

旧
丸
亀
藩
士
、
大
垣
藩
田
宮
流
の
島
村
勇
雄
に
、
ま
た
大
阪
で
鏡
新

明
智
流
の
桃
井
春
蔵
に
入
門
し
剣
術
修
行
す
る
。
明
治
十
二
年
（
あ

る
い
は
十
三
年
）
岩
村
藩
士
平
尾
鍒
藏
の
娘
鉐
（
の
ち
歌
子
）
と
結

婚
す
る
。
明
治
十
七
年
患
っ
て
い
た
胃
病
に
よ
り
死
去
す
る
。
現
在

の
東
京
都
港
区
南
麻
布
に
あ
る
慈
眼
山
光
林
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
。

（
２
） 「
亡
夫
の
家
の
事
に
て
」「
墓
参
と
し
て
」「
田
舎
へ
参
り
」
と
あ
る
が
、

誰
の
墓
参
な
の
か
、
田
舎
が
何
処
を
意
味
す
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
。

（
３
） 長
崎
の
秘
書
官
在
任
期
間
は
明
治
二
十
年
か
ら
同
四
十
一
年
で
あ
る

（
前
掲
『
長
崎
省
吾
関
係
文
書
』
四
三
三
―
四
十
八
「
辞
令
（
兼
任

宮
内
大
臣
秘
書
官
）」明
治
二
十
年
四
月
十
五
日
、同
四
六
九
―
五「
辞

令
（
依
願
免
宮
内
大
臣
秘
書
官
）」
明
治
四
十
一
年
六
月
二
十
三
日
）。

13　

年
不
詳
一
月
廿
八
日

其
後
は
意
外
の
御
無
音
有
之
御
ゆ
る
し
被
下
候
。
弥
御
揃
ひ
被
遊
御

清
福
の
段
、
御
め
て
度
御
喜
び
申
上
候
。
さ
て
ハ
い
つ
も
勝
手
の
時

許
り
に
て
恐
れ
入
候
へ
共
、
か
ね
て
御
願
ひ
申
上
候
置
候
や
し
き
の

事
に
て
、
明
早
朝
一
寸
参
舘
可
致
ニ
付
、
何
卒
暫
時
御
面
晤
御
ゆ
る

し
被
下
候
。
昨
日
一
寸
大
臣
様
へ
も
申
上
候
へ
共
、
猶
委
細
ハ
御
前

様
へ
相
願
ひ
可
申
と
申
入
置
候
ま
ゝ
、左
様
御
含
み
の
程
希
ひ
上
候
。

此
品
餘
り
輕
少
に
て
恥
入
候
へ
共
、
使
ひ
の
し
る
し
迠
に
御
覧
ニ
入

候
。
前
後
な
が
ら
御
序
の
よ
し
、
御
奥
様
へ
も
可
然
御
鶴
声
の
程
御

ね
が
ひ
申
上
候
、
匆
々
か
し
こ

一
月
廿
八
日

下
田
歌
子
拝

長
崎
省
吾
様　

御
ま
へ
に

（
封
筒
表
）

「　

長
崎
省
吾
様　

御
ま
へ
に　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
封
筒
表
）

「　

〆　
　
　

一
月
廿
八
日　
　
　
　
　

下
田
歌
子
拝
」

14　

年
不
詳
二
月
二
十
三
日

先
刻
は
御
邪
魔
申
上
候
。
今
に
始
め
ぬ
御
事
ニ
候
へ
共
、
御
懇
情
の

逐
一
心
魂
に
轍
し
感
佩
仕
り
候
。
な
ほ
此
上
ハ
忍
び
得
ら
る
ゝ
限
り

ハ
忍
耐
仕
り
、
出
来
得
べ
き
た
け
滑
ら
か
に
談
話
を
も
注
意
致
し
、

君
の
御
為
た
る
べ
く
考
究
可
仕
、
尓
来
相
替
ら
ず
御
助
言
の
程
只
管

希
上
候
。
末
筆
な
が
ら
御
奥
様
へ
も
よ
ろ
し
く

く
御
鶴
声
ね
が
ひ
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上
候
。
尚
又
種
々
の
相
願
ひ
恐
れ
入
候
へ
共
、
先
年
皇
后
陛
下
よ
り

洋
服
御
採
用
の
御
意
な
る
書
附（

１
）出

候
（
各
大
臣
夫
人
等
へ
御
内
達
あ

り
し
も
の
）
年
月
ハ
何
年
何
月
ニ
候
ひ
し
や
。
無
據
人
よ
り
と
ハ
れ

至
急
答
へ
を
要
し
候
へ
共
、
多
分
十
八
年
若
し
く
ハ
十
九
年
か
と
の

ミ
存
居
、
判
然
覚
之
不
申
、
萬
一
御
手
許
ニ
て
御
わ
か
り
相
成
候

ハ
ゞ
、
一
寸
御
し
ら
せ
戴
き
度
、
何
も

く
御
め
ん
だ
う
の
義
宜
し

く
御
ね
が
ひ
申
上
候
、
早
々
か
し
こ

二
月
廿
三
日

下
田
歌
子
拝

長
崎
省
吾
様　

御
前
に

（
封
筒
表
）

「　

長
崎
省
吾
様　

御
親
展　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　

〆　
　

二
月
廿
三
日　
　
　

下
田
歌
子
拝　
　
　

」

（
１
） 

書
簡
中
の
「
先
年
皇
后
陛
下
よ
り
洋
服
御
採
用
の
御
意
な
る
書
」
は

明
治
二
十
年
一
月
十
七
日
「
婦
女
服
制
の
こ
と
に
付
て
皇
后
陛
下
思

食
書
」（
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
『
井
上
馨
関
係
文
書
』

七
〇
七
「
帝
室
関
係
」
第
八
十
九
冊
コ
マ
二
四
七
）。

15　

年
不
詳
ニ
月
二
十
三
日

何
時
も
な
が
ら
御
懇
状
の
逐
一
千
歳
一
遇
知
己
の
恩
、
た
ゞ

く
感

泣
の
外
無
之
候
。
何
卒
御
来
意
の
如
く
校
へ
参
り
候
様
御
取
計
ら
ひ

の
程
呉
々
ね
ん
じ
上
候
。
且
又
餘
り
ニ
其
交
渉
御
手
数
ニ
候
ハ
ゞ
、

何
人
に
て
も
代
理
と
し
て
御
受
取
遊
バ
し
被
下
、
更
ニ
私
宛
に
て
も

會
計
書
記
（
清
水（

１
））

宛
に
て
も
学
校
へ
御
遣
ハ
し
被
下
候
て
も
よ
ろ

し
く
、
代
理
弁
護
士
の
言
に
よ
れ
バ
、
多
分
ハ
本
日
中
或
ひ
ハ
遅
く

も
来
週
間
中
に
ハ
委
望
片
づ
き
候
事
の
よ
し
故
、
最
早
俸
給
配
当
な

ど
の
事
ニ
迠
至
ら
ぬ
先
き
に
相
済
可
申
と
の
事
、
幸
ひ
ニ
御
休
神
何

卒
そ
れ

く
可
然
御
取
な
し
の
程
伏
て
希
上
奉
り
候
。
な
ほ
今
よ
り

ハ
一
層
公
事
と
斯
道
と
に
竭
忠
の
覚
悟
、
何
分
御
賢
察
被
下
度
候
。

餘
ハ
其
内
拝
顔
の
上
と
、
匆
々
か
し
こ

二
月
廿
三
日

下
田
歌
子
拝

長
崎
様　

御
前
ニ

（
封
筒
表
）

「　

長
崎
秘
書
官
殿　

必
親
展
拝
復　
　
　
　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　

〆　
　

二
月
廿
三
日　
　
　
　
　
　

下
田
歌
子
拝
」
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（
１
） 

清
水
一
貫　

華
族
女
学
校
会
計
書
記
。
明
治
十
八
年
九
月
～
同

三
十
九
年
四
月
在
職
（
前
掲
『
女
子
学
習
院
五
十
年
史
』
名
簿
四
四

頁
）。

16　

年
不
詳
四
月
一
日

其
後
は
い
か
ゞ
渡
ら
せ
ら
れ
候
や
。
や
う

く
両
宮
殿
下
に
も
還
御

相
成（

１
）、

私
も
帰
京
致
し
候
。
さ
て
ハ
極
々
内
々
と
の
御
事
に
候
へ
ど

も
、
昨
日
清
岡
伏
見
宮
別
當（

２
）相

見
え
、
禎
子
女
子マ

マ殿
下（

３
）御

教
育
の
事

ニ
つ
き
種
々
御
相
談
有
之
候
。
こ
れ
ハ
将
来
の
為
極
め
て
御
大
切
の

御
事
と
存
上
候
ま
ゝ
、
何
卒
御
前
様
に
篤
と
御
相
談
申
上
、
御
高
察

を
も
伺
ひ
候
上
ニ
て
判
然
の
御
返
事
意
見
も
申
上
度
と
存
、
ぼ
ん
や

り
と
御
答
へ
申
上
置
候
。誠
ニ
御
多
忙
中
何
と
も
恐
れ
入
候
へ
ど
も
、

私
事
ハ
今
五
六
日
間
ハ
朝
の
間
ハ
い
と
ま
無
く
候
間
、
午
後
御
退
出

後
に
参
邸
希
上
度
、但
し
来
二
日
六
日
の
両
日
一
無
據
さ
し
つ
か
へ
、

其
後
ハ
い
か
や
う
と
も
さ
し
く
り
候
間
、
何
卒
御
都
合
の
御
日
時
一

寸
御
示
し
戴
き
度
、
先
は
御
ね
が
ひ
の
ミ
、
草
々
か
し
こ

四
月
一
日

（
追
而
書
）

二
白
、
乍
憚
様
御
奥
様
へ
も
御
序
ニ
よ
ろ
し
く
御
鶴
聲
の
程
希
上
候

下
田
歌
子
拝

長
崎
様　

御
前
ニ

（
封
筒
表
）

「　

麹
町
□
□
番
町　

御
官
邸

長
崎
省
吾
様　

御
親
展　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　

〆　
　

四
月
一
日　

下
田
歌
子
拝　
　
　
　
　
　

」

（
１
） 明
治
二
十
九
年
一
月
二
十
八
日
に
両
宮
小
田
原
避
寒
の
記
事
が
あ
る

が
、
帰
京
は
不
明
。

（
２
） 

清
岡
公
張　

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
～
明
治
三
十
四
年

（
一
九
〇
一
）、
伏
見
宮
別
当
を
務
め
た
の
は
明
治
二
十
七
年

（
一
八
九
四
）
か
ら
で
あ
る
（
官
報
第
三
二
五
五
号
（
明
治
二
十
七
年

五
月
九
日
））。

（
３
） 「
禎
子
女
子
殿
下
御
教
育
」
と
あ
り
、
皇
太
子
妃
教
育
か
。
そ
う
で

あ
れ
ば
高
等
小
学
科
卒
業
が
明
治
二
十
九
年
、
皇
太
子
妃
が
九
条
節

子
に
変
更
に
な
る
の
が
明
治
三
十
二
年
な
の
で
そ
の
間
の
こ
と
と
考

え
ら
れ
る
。

17　

年
不
詳
五
月
五
日

舌
代

此
間
は
失
礼
申
上
候
。
さ
て
ハ
本
日
青
山
御
所（

１
）及

宮
城
へ
ま
ゐ
り
候

服
、
御
達
し
に
ハ
単
ニ
通
常
服
と
の
ミ
御
座
候
ふ
が
、
や
ハ
り
裾
短
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か
き
ウ
ヰ
ヂ
ッ
チ
ン
グ
ド
レ
ッ
ス
所
帯
帽（

２
）に

て
宜
し
く
や
、
又
ハ
裾

少
し
長
き
方
可
然
や
。
御
用
多
の
所
甚
だ
恐
れ
入
候
へ
共
、
一
寸
御

口
上
ニ
て
右
御
も
ら
し
の
ほ
ど
希
上
候
、
早
々
か
し
こ

五
月
五
日
朝

下
田
歌
子

長
崎
様　

御
前
に

（
封
筒
表
）

「　

長
崎
式
部
官（

３
）様　

御
前
に　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　

〆　
　

五
月
五
日
朝　
　

下
田
歌
子　
　
　
　
　

」

（
１
） 明
治
五
年
か
ら
英
照
皇
太
后
（
天
保
五
年
十
二
月
十
三
日
～
明
治

三
十
年
一
月
十
一
日
）
の
御
所
と
な
り
青
山
御
所
と
称
し
た
。

（
２
） ヴ
ィ
ジ
テ
ィ
ン
グ
・
ド
レ
ス
（V

isiting D
ress

）
と
思
わ
れ
る
。

 

ヴ
ィ
ジ
テ
ィ
ン
グ
・
ド
レ
ス
と
は
、
儀
式
用
の
服
で
は
な
く
、
行
啓

や
宮
中
の
観
桜
会
や
観
菊
会
、
天
皇
、
皇
后
に
拝
謁
す
る
際
に
着
用

し
た
。
通
常
礼
服
（
ロ
ー
ブ
・
モ
ン
タ
ン
ト
）
と
同
じ
く
襟
の
つ
ま
っ

た
長
袖
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
で
、
後
ろ
に
曳
く
裾
は
通
常
礼
服
よ
り
や
や

短
い
。（
久
保
房
子
『
宮
廷
衣
裳
』
毎
日
新
聞
社　

昭
和
五
十
二
年　

二
七
五
～
二
七
六
頁
、
二
七
九
頁
・
植
木
淑
子
解
説
『
明
治
・
大
正
・

昭
和
前
期
の
宮
廷
服
』
二
〇
一
三
年　

四
〇
頁
、
六
十
二
頁
参
照
）

（
３
） 長
崎
の
式
部
官
在
任
は
（
前
掲
『
長
崎
省
吾
関
係
文
書
』
四
三
三
―

三
七
「
辞
令
（
任
式
部
官
）」
明
治
十
七
年
十
月
三
日
、
同
四
七
一

―
七
「
辞
令
（
兼
任
別
当　

叙
高
等
官
二
等
）」
明
治
四
十
三
年

十
二
月
十
日
、
同
七
四
七
―
三
「
辞
令
（
免
式
部
官
別
当
）」
大
正

三
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
推
測
し
て
明
治
十
七
年
か
ら
大
正
三
年
と

思
わ
れ
る
。

18　

年
不
詳
五
月
二
十
五
日

敬
承
、
此
夕
明
朝
と
も
御
さ
し
つ
か
へ
の
よ
し
致
し
方
無
く
、
然
る

に
少
し
取
り
急
ぎ
拝
晤
を
得
度
候
間
、
明
日
午
後
は
何
時
頃
御
さ
し

く
り
相
協
ひ
可
申
や
。
電
話
に
て
よ
ろ
し
く
明
午
前
の
内
に
御
報
被

下
度
、
右
を
り
か
へ
し
御
願
ひ
申
上
候
、
匆
々
か
し
こ

五
月
廿
五
日

下
田
歌
子
拝

長
崎
省
吾
様　

御
前
に

（
追
而
書
）

尚
々
宮
内
大
臣（

１
）御

夫
婦
様
に
ハ
那
地
へ
御
出
発
何
時
頃
御
帰
京
ニ
被

為
在
候
や
。
御
序
ニ
御
聞
か
せ
戴
き
度
ね
が
ひ
上
候
。
か
へ
す

く
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も
御
多
忙
中
御
め
い
わ
く
の
段
御
海
容
被
下
度
候

（
封
筒
表
）

「　

長
崎
省
吾
様　

御
親
展
拝
復　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　

〆　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
田
歌
子
拝

五
月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
１
） 下
田
書
簡
１
注
（
２
）
に
同
じ
。

19　

年
不
詳
五
月
二
十
五
日

先
夜
は
病
蓐
中
甚
だ
失
礼
致
し
候
。
さ
て
は
其
件
ニ
付
内
々
貴
意
相

伺
ひ
度
、
且
愚
見
も
申
上
置
度
義
有
之
候
間
、
実
ハ
風
邪
も
ま
だ
快

然
に
ハ
至
ら
ず
候
へ
共
、
幸
ひ
熱
は
と
れ
助
り
候
ま
ゝ
（
本
日
ハ
出

勤
致
し
候
故
）、
何
時
に
て
も
御
都
合
の
節
拝
趨
可
致
何
卒
日
時
一

寸
御
示
し
被
下
度
、
右
匆
々
申
上
候
、
か
し
こ

五
月
廿
五
日

下
田
歌
子
拝

長
崎
省
吾
様　

御
前
に

（
封
筒
表
）

「　

長
崎
省
吾
様　

御
前
に　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　

〆　
　
　

五
月
廿
五
日　
　
　
　

下
田
歌
子
拝
」

20　

年
不
詳
七
月
三
十
一
日

先
日
は
久
々
に
て
御
高
話
承
り
平
素
の
鬱
積
を
散
じ
、
殊
ニ
結
構
な

る
御
国
風
の
御
料
理
大
戴
き
仕
り
候
。
何
卒
御
奥
様
へ
も
よ
ろ
し
く

御
礼
御
申
上
の
程
希
上
候
。
尚
又
彼
の
無
鉛
白
粉（

１
）の

義
、
技
師
が
多

年
の
苦
心
に
て
製
造
致
し
候
旨
、
右
は
醫
学
及
び
教
育
社
會
の
一
問

題
と
相
成
、
是
非
鉛
毒
を
厳
禁
致
さ
ね
バ
相
成
ら
ず
と
騒
ぎ
居
る
や

さ
き
故
、
製
造
者
の
志
し
を
嘉
し
、
過
日
序
を
以
て
皇
后
陛
下
ニ
も

傳
献
仕
り
、
女
房
が
た
へ
も
さ
し
上
候
所
大
御
満
足
ニ
御
座
候
。
然

る
所
、
製
造
人
渋
谷
と
申
す
者
、
陛
下
御
手
許
へ
傳
献
の
旨
他
へ
申

し
候
て
も
さ
し
つ
か
へ
無
き
や
と
の
事
、
外
の
御
と
こ
ろ
と
違
ひ
一

存
に
て
は
心
配
故
、
其
事
ニ
就
き
一
寸
思
召
伺
ひ
上
候
。
私
参
上
致

し
度
な
が
ら
今
日
出
発
の
砌
に
の
ぞ
ミ
致
し
方
な
く
候
間
、
無
據

同
人
さ
し
出
だ
し
候
。
た
ゞ
一
言
可
否
御
申
聞
け
被
下
候
ハ
ゞ
幸
甚

に
御
座
候
。
折
角
大
暑
御
い
と
ひ
の
や
う
ね
ん
じ
上
候
、

 

か
し
こ

七
月
卅
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

下
田
歌
子
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長
崎
様御

前
に

（
封
筒
表
）

「　

長
崎
省
吾
様　

御
親
展

渋
谷
氏
持
参　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　

〆　
　

七
月
卅
一
日　
　

下
田
歌
子　
　
　
　
　

」

（
１
） 

鉛
を
使
用
し
な
い
白
粉
（
お
し
ろ
い
）。
江
戸
時
代
か
ら
使
用
さ
れ
て

い
た
鉛
白
粉
に
よ
る
慢
性
鉛
中
毒
が
明
治
二
十
年
代
に
社
会
問
題
と

な
っ
た
。
明
治
三
十
三
年
の
皇
太
子
（
大
正
天
皇
）
御
成
婚
に
あ
た
っ

て
献
上
さ
れ
た
こ
と
が
商
品
名
の
由
来
と
な
っ
た
「
御
園
白
粉
」
は

明
治
三
十
七
年
に
販
売
が
始
ま
る
が
、
書
簡
に
あ
る
「
渋
谷
」
と
い

う
人
物
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

21　

年
不
詳
九
月
十
日

昨
日
は
失
礼
致
し
候
。
扨
は
九
条
家
御
家
庭
御
教
育
の
件（

１
）に

て
至
急

拝
晤
を
得
度
候
間
、
誠
に
御
邪
魔
な
が
ら
、
本
日
午
前
八
時
前
後
よ

り
午
後
三
時
頃
迠
な
ら
ば
何
時
な
り
と
も
さ
し
く
り
罷
在
可
申
候

侭
、
御
都
合
の
節
を
一
寸
御
報
被
下
度
右
の
ミ
、
匆
々
か
し
こ

九
月
十
日
朝

下
田
歌
子
拝

長
崎
省
吾
様　

御
前
に

（
追
而
書
）

尚
々
此
内
な
が
ら
、
御
奥
様
に
ハ
御
安
産
被
遊
候
よ
し（

２
）、

御
愛
た
く

御
喜
び
申
上
候

（
封
筒
表
）

「　

壱
番
町
御
官
邸　
　

　
　

長
崎
様　

御
前
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　

〆　
　
　
　
　
　

九
月
十
日
朝　

下
田
歌
子
拝　
　
　

」

（
１
） 

書
簡
中
に
「
九
条
家
御
家
庭
御
教
育
」
と
あ
り
、
九
条
節
子
は
明
治

三
十
二
年
華
族
女
学
校
を
退
学
、九
条
家
の
御
学
問
所
に
て
修
学
（
前

掲
『
女
子
学
習
院
五
十
年
史
』
五
十
八
頁
）
し
て
い
る
が
御
家
庭
教

育
は
こ
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

 

前
掲
『
佐
佐
木
高
行
日
記
―
か
ざ
し
の
桜
』
明
治
三
十
二
年
八
月
九

日
条
に
「
下
田
云
、（
略
）
過
日
風
と
九
条
家
の
中
川
来
り
云
、
此
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度
云
々
に
付
是
よ
り
学
校
へ
御
通
学
は
止
め
御
家
庭
教
育
に
致
し
候

間
、
担
当
致
し
吳
れ
度
と
の
事
に
て
初
め
て
拝
承
せ
り
」
と
あ
る
。

『
佐
佐
木
高
行
日
記
―
か
ざ
し
の
桜
』
に
は
、
明
治
三
十
二
年
八
月

三
十
一
日
に
皇
太
子
明
宮
の
皇
太
子
妃
に
九
条
節
子
が
内
定
し
た
と

あ
る
。

（
２
） 長
崎
省
吾
四
女
真
佐
子
が
明
治
三
十
二
年
八
月
生
ま
れ
（『
人
事
興

信
録
』
人
事
興
信
所
、
明
治
三
十
六
年
四
月
、
六
〇
六
頁
）
な
の
で
、

こ
の
書
簡
は
明
治
三
十
二
年
の
も
の
の
可
能
性
が
高
い
。

22　

年
不
詳
九
月
十
三
日

昨
朝
ハ
態
々
御
搬
び
戴
き
有
難
く
御
厚
礼
申
上
候
。
扨
ハ
別
帋
御
時

間
割（

１
）新

旧
と
も
に
綴
り
こ
み
さ
し
上
候
間
、
な
に
と
ぞ
大
臣
閣
下（

２
）へ

可
然
御
申
な
し
の
程
希
上
候
。
こ
れ
に
て
御
さ
し
つ
か
へ
無
之
バ
、

御
さ
た
次
第
直
ち
に
時
間
の
配
当
及
び
各
教
師
ニ
内
達
可
致
、
右

早
々
専
用
の
ミ
、
か
し
こ

九
月
十
三
日

下
田
歌
子
拝

長
崎
様　

御
前
に

（
封
筒
表
）

「　

長
崎
省
吾
様　

御
親
展　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　

〆　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
田
歌
子
拝

九
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
１
） 下
田
書
簡
２
注
（
１
）
と
同
じ
と
思
わ
れ
る
。
下
田
資
料
「
両
宮
様

御
教
育
御
学
科
」（
〇
〇
五
五
）
に
「
時
間
割
付
」
と
あ
り
、
書
簡

中
の
「
時
間
割
」
は
内
親
王
用
の
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
書

簡
は
明
治
二
十
九
年
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
２
） 

書
簡
の
差
出
年
が
明
治
二
十
四
年
か
二
十
九
年
で
あ
れ
ば
、
長
崎
は

宮
内
大
臣
秘
書
官
の
職
に
あ
り
、「
大
臣
閣
下
」
は
土
方
久
元
宮
内

大
臣
と
考
え
ら
れ
る
。

23　

年
不
詳
九
月
二
十
五
日

其
後
は
意
外
之
御
無
さ
た
申
上
候
。
さ
て
ハ
先
達
而
御
約
束
申
上
候

和
書
々
目
申
上
候
事
、
甚
だ
延
引
致
し
何
共
申
訳
な
く
恐
れ
入
候
。

別
に
封
入
御
お
く
り
申
上
候
間
、
御
落
手
被
下
度
候
。
な
ほ
拝
顔
の

上
申
尽
し
度
義
有
之
候
間
、
若
し
御
さ
し
つ
か
へ
無
之
候
ハ
ゞ
、
明

朝
八
時
前
参
舘
仕
度
、
右
御
不
都
合
に
あ
ら
せ
ら
れ
ず
候
ハ
ゞ
、
別

段
御
返
事
に
ハ
及
び
不
申
候
。
先
は
専
要
の
ミ
、
匆
々
か
し
こ

九
月
廿
五
日

下
田
歌
子
拝
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長
崎
省
吾
様　

御
前
に

（
封
筒
表
）

「　

麹
町
区
壱
番
町
官
邸

長
崎
省
吾
様　

御
親
展

書
籍
目
録
入　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　

〆　
　

九
月
廿
五
日　
　
　

下
田
歌
子
拝　
　
　

」

長
崎
省
吾
書
簡　

下
田
歌
子
宛
（
実
践
女
子
大
学
・
実
践
女
子
大
学
短

期
大
学
部
図
書
館
所
蔵
）

１ 

明
治
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日　
（
二
〇
六
五
）

拝
晤
、
帰
朝
早
々
廣
島
大
本
営（

１
）等

へ
出
張
方
、
御
無
沙
汰
申
上
候
故
、

平
ニ
御
容
赦
御
願
候
。
両
度
之
懇
書
難
有
拝
承
仕
候
。
御
方
様
御
目

的
之
次
第
并
目
下
之
御
境
遇
等
、
委
曲
佐
々
木（

２
）并

髙
崎（

３
）両

氏
へ
申
入

置
候
、
大
臣
に
英
国
ノ
有
様
御
話
申
置
候
。
就
而
は
此
後
ノ
延
期
願

并
ニ
學
資
金
不
足
方
は
、
至
急
佐
々
木
髙
崎
両
氏
宛
并
土
方
宮
内
大

臣（
４
）

宛
（
此
分
誰
ガ
見
テ
モ
差
支
無
之
様
御
後
言
の
為
申
上
置
候
）、

至
急
御
差
出
相
成
候
ハ
ゞ
好
都
合
と
相
考
申
候
。
小
生
ニ
於
テ
は
、

出
来
丈
精
々
盡
力
ニ
仕
候
。
取
込
中
要
用
ノ
ミ
、
草
々
敬
具

十
一
月
二
十
日　
　
　
　
　

省
吾

下
田
先
生　

梧
下

追
而
、伊
藤
伯（

５
）へ

は
不
相
変
御
見
込
之
次
第
等
御
書
通
相
成
候
ハ
ゞ
、

猶
諸
事
徹
底
し
御
都
合
上
奉
致
候
。
呉
夫
人（

６
）へ

は
、
此
度
別
段
行
届

不
申
候
ニ
付
、
宜
敷
御
方
様
よ
り
御
申
入
置
被
下
度
奉
願
候
也
。

（
１
） 大
本
営
は
戦
時
に
お
い
て
、
天
皇
の
下
に
置
か
れ
る
最
高
統
帥
部
で

あ
り
、「
一
八
九
三
（
明
治
二
十
六
）
年
五
月
に
制
定
さ
れ
た
戦
時
大

本
営
条
例
に
基
づ
き
、
一
八
九
四
年
六
月
に
東
京
の
参
謀
本
部
内
に

設
置
さ
れ
た
」（
国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ーH

P

「
大

本
営
陸
軍
部
（
日
清
戦
争
）」https://w

w
w

.jacar.go.jp/
glossary/term

4/0010-0060-0010.htm
l

令
和
四
年
六
月
二
十
六

日
閲
覧
参
照
）。
同
年
九
月
十
五
日
、
天
皇
の
広
島
移
転
に
伴
い
、

広
島
大
本
営
が
設
置
さ
れ
た
（
広
島
県
庁
編　
「
広
島
臨
戦
地
日
誌
」　

志
熊
直
人　

一
八
九
九
年　

一
頁
）。

（
２
） 下
田
書
簡
４
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
３
） 髙
崎
正
風　

天
保
七
年（
一
八
三
六
）～
明
治
四
十
五
年（
一
九
一
二
）　

旧
薩
摩
藩
士
、歌
人
、明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
明
治
政
府
に
出
仕
し
、

同
二
十
二
年
に
宮
中
顧
問
官
、
同
二
十
八
年
に
枢
密
院
顧
問
官
を
歴
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任
、
明
治
二
十
一
年
か
ら
同
四
十
五
年
ま
で
宮
中
御
歌
所
長
を
務
め

る
。
下
田
の
歌
の
師
の
一
人
で
あ
り
、
宮
中
出
仕
を
推
挙
す
る
な
ど
、

下
田
の
後
ろ
盾
と
な
り
、
深
い
関
わ
り
を
持
っ
た
。

（
４
） 下
田
書
簡
１
注
（
２
）
に
同
じ
。

（
５
） 

伊
藤
博
文　

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
～
明
治
四
十
二
年

（
一
九
〇
九
）　

父
が
萩
藩
の
下
級
藩
士
の
養
子
と
な
り
、
以
来
伊
藤

姓
を
名
乗
る
。
吉
田
松
陰
の
松
下
村
塾
に
学
び
、
明
治
四
年
岩
倉
遣

外
使
節
団
に
参
加
す
る
。
大
日
本
帝
国
憲
法
制
定
に
尽
力
し
、
明
治

政
府
の
初
代
内
閣
総
理
大
臣
に
就
任
以
降
合
わ
せ
て
首
相
を
四
度
、

枢
密
院
議
長
、
貴
族
院
議
長
等
歴
任
す
る
。
下
田
の
宮
中
出
仕
時
代

か
ら
親
交
を
持
ち
、
下
田
が
手
掛
け
た
最
初
の
女
子
教
育
と
な
る
下

田
学
校
（
後
の
桃
夭
学
校
）
の
開
設
を
要
請
し
、
そ
の
後
の
華
族
女

学
校
創
設
に
も
下
田
を
起
用
し
た
。

（
６
） 呉
夫
人
（
＝
ゴ
ル
ド
ン
夫
人
）Elizabeth A

nna Gordon  
一
八
五
一

～
一
九
二
五　

英
国
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
生
ま
れ
。
比
較
宗
教
学
者
で

来
日
経
験
も
あ
る
親
日
家
で
あ
り
、
日
本
人
留
学
生
へ
も
多
く
の
援

助
を
し
た
。
ま
た
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
女
官
も
勤
め
た
。
下
田

が
渡
欧
し
た
際
、
特
に
拠
点
と
し
た
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
ゴ
ル
ド

ン
夫
人
を
は
じ
め
と
す
る
上
流
夫
人
達
の
知
遇
を
得
て
、
イ
ギ
リ
ス

の
上
流
階
級
の
家
庭
教
育
や
学
校
教
育
、
学
校
制
度
な
ど
の
実
態
を

見
聞
し
、
ま
た
、
同
夫
人
の
援
助
に
よ
り
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
へ
の

謁
見
を
果
た
す
な
ど
、
下
田
の
欧
米
教
育
視
察
の
成
果
に
大
き
く
貢

献
し
た
人
物
で
あ
る
。
後
年
日
本
に
在
住
し
、
早
稲
田
大
学
ゴ
ル
ド

ン
文
庫
の
創
設
、
日
比
谷
図
書
館
に
日
英
文
庫
、
高
野
山
に
ゴ
ル
ド

ン
文
庫
を
残
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。（『
実
践
女
子
学
園
一
〇
〇

年
史
』　

学
校
法
人
実
践
女
子
学
園　

二
〇
〇
一
年　

四
十
頁
参
照
）

２　

明
治
二
十
七
年
十
ニ
月
十
五
日　
（
二
〇
六
七
）

拝
晤
、
追
々
寒
冷
ニ
相
向
候
處
、
愈
々
以
テ
御
清
福
御
勤
學
之
段
奉

大
賀
候
。
過
日
受
渡
書
面
を
以
テ
申
上
置
候
、
帰
朝
早
々
廣
島
大
本

営
ヘ
出
張
等
ニ
テ
、
日
々
諸
用
ニ
取
紛
乍
思
書
状
差
上
候
事
モ
延
引

仕
候
段
は
平
ニ
御
容
赦
被
下
候
様
偏
ニ
奉
願
候
。
先
般
ロ
ン
ド
ン
滞

在
中
ハ
御
懇
情
を
蒙
り
奉
深
謝
候
。
其
折
御
嘱
托
ノ
件（

１
）ハ

、
逐
一
陳

述
仕
置
候
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
其
運
ノ
方
法
ニ
於
テ
も
熟
慮
ニ
熟
慮
を
盡

ク
シ
着
手
仕
置
候
。
第
一
ニ
は
學
費
ノ
補
充
を
送
附
ノ
事
、
此
議
ニ

付
テ
ハ
、
此
間
髙
崎
別
當（

２
）廣

島
ヘ
出
張
ニ
付
、
其
持
出
方
之
儀
ニ
付
、

委
曲
協
議
を
盡
ク
シ
置
候
處
、同
所
ニ
於
テ
宮
内
大
臣
へ
相
談
被
致
、

猶
斎
藤
秘
書
官（

３
）ヘ

、
小
生
ノ
意
見
御
相
談
被
下
候
處
、
内
定
之
有
之

候
由
ニ
御
座
候
。
追
々
ク
リ
ス
ト
マ
ス
ニ
も
接
近
候
ニ
付
、
御
心
許

如
何
と
心
ニ
思
考
シ
甚
相
急
き
候
次
第
ニ
御
座
候
。
如
何
セ
ン
東
京

ト
廣
島
ト
相
隔
タ
リ
居
候
、
旁
思
程
ニ
急
速
ニ
運
兼
候
段
は
頗
ル
遺

憾
ニ
御
座
候
。
両
三
日
ノ
内
、
猶
佐
々
木
伯
ニ
面
會
ノ
積
ニ
御
座
候

間
、
其
折
は
前
条
補
充
金
ノ
件
ハ
勿
論
官
名
之
處
も
御
相
談
ニ
仕
心
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得
ニ
御
座
候
。
〇
御
方
様
よ
り
延
期
願
ノ
理
由
并
小
生
親
ク
目
撃
ノ

次
第
等
ハ
、
夫
々
へ
委
曲
陳
述
仕
置
候
ニ
付
、
何
ニ
も
能
ク
御
承
知

ニ
有
之
候
。
右
ニ
付
御
帰
朝
迠
ノ
費
用
大
概
ノ
御
見
込
ハ
、
無
御
遠

慮
土
方
宮
内
大
臣
并
佐
々
木
伯
及
髙
崎
男
迠
御
報
被
下
度
、
左
ス
レ

ハ
猶
取
扱
上
ニ
於
テ
都
合
宜
敷
様
ニ
被
相
考
候
。
○
看
護
婦
ノ
件
ニ

付
テ
ハ
、
早
速
髙
木
氏（

４
）ヘ

相
談
仕
奉
候
共
、
目
下
ノ
處
見
込
無
之
、

乍
遺
憾
御
断
申
上
呉
候
様
ト
ノ
事
ニ
御
座
候
。
只
今
戰
時
中
、
何
ニ

も
か
も
軍
事
ノ
ミ
心
も
引
キ
居
候
次
第
ニ
御
座
候
。
併
シ
看
護
婦
ノ

如
キ
ハ
、
赤
十
字
社
病
院
等
ニ
於
テ
如
何
と
相
心
得
、
一
應
は
其
向

へ
相
話
候
得
共
、今
ニ
確
タ
ル
返
辞
モ
無
之
候
。
右
様
御
承
知
之
上
、

不
悪
様
ゴ
夫
人（

５
）ヘ

は
御
申
入
置
被
下
度
奉
願
候
。
小
生
次
男
、
米
國

桑
港
出
發
前
死
去
候
由
ニ
テ
帰
宅
ノ
上
初
メ
テ
承
リ
、
実
ニ
残
念
哀

悼
ノ
情
ニ
堪
す
候
。荊
妻
よ
り
御
方
様
ヘ
宜
敷
申
上
呉
候
様
承
リ
候
。

右
不
取
敢
得
貴
意
へ
く
候
、
草
々
敬
具

十
二
月
十
五
日　
　
　
　
　

省
吾

下
田
歌
子
様　

梧
下

乱
筆
不
文
之
處
御
判
読
被
下
度
候

　
（
追
而
書
）

尚
々
、
別
封
は
髙
木
氏
遠
ニ
被
差
上
度
候
處
、
御
住
所
不
分
明
ニ
付

小
生
よ
り
差
上
呉
候
様
嘱
托
ニ
付
、
爰
ニ
封
入
差
上
候
間
、
御
落
手

被
下
度
候
。

拝
晤
、
別
封
相
認
置
候
處
、
十
月
下
旬
御
差
出
之
御
書
面
、
只
今
土

方
宮
内
大
臣
方
よ
り
相
届
、
難
有
拝
誦
候
處
、
愈
々
以
テ
御
清
祥
被

為
入
御
座
候
奉
敬
賀
候
。
此
頃
は
ゴ
夫
人
ノ
紹
介
ニ
依
リ
、
好
キ
英

國
ノ
ホ
ー
ム
ニ
四
五
日
宛
ニ
御
泊
掛
ニ
御
出
向
ノ
由
、
何
よ
り
結
構

ノ
事
と
奉
存
候
。
抑
英
國
ノ
ホ
ー
ム
・
ラ
イ
フ
ハ
、
智
徳
體
三
育
ノ

基
礎
ト
モ
可
申
家
庭
ノ
教
育
具
備
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
被
相
考
申
候
。
篤

ト
御
熟
覧
ノ
上
、
御
習
熟
（
此
ノ
語
御
免
シ
被
下
度
）happy 

hom
elife

ノ
習
俗
を
御
土
産
ト
シ
テ
御
持
帰
被
下
候
様
奉
願
候
。
其

他
御
書
中
ノ
件
は
、
已
ニ
別
封
ニ
相
認
置
候
間
、
右
ニ
テ
御
承
知
被

下
奉
願
候
。
右
不
取
敢
御
答
迠
、
草
々
敬
具

十
二
月
十
五
日　
　
　
　
　

省
吾

下
田
歌
子
様　

侍
女
中

（
封
筒
表
）

「　

via A
m

erica
M

adam
e U

tako Shim
oda

N
o .19 Pelham

 Plac （
６
）

e
London England

（
封
筒
頭
）

「　

英
國
龍
動
在
留
下
田
歌
子
氏
行　

」
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中
封
筒

（
封
筒
表
）

「　

在
英
國
ロ
ン
ド
ン

下
田
歌
子
様

親
展
急　
　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　

壱
番
町
貮
番
地

　
　

長
崎
省
吾　

」

（
１
） 長
崎
は
明
治
二
十
六
年
八
月
四
日
か
ら
同
二
十
七
年
九
月
二
十
六
日

ま
で
小
松
宮
依
仁
親
王
の
欧
米
巡
遊
に
小
松
宮
家
令
と
し
て
随
行
し

て
い
る
。
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
長
崎
省
吾
関
係
資
料
「
欧
米
巡
回

日
誌　

明
治
二
十
六
年
八
月
四
日
～
二
十
七
年
九
月
二
十
六
日
」（
請

求
記
号
三
十
五
―
十
六
、十
七
）
に
よ
れ
ば
、
同
二
十
七
年
六
月
の

イ
ギ
リ
ス
滞
在
期
間
中
に
下
田
と
数
回
に
わ
た
り
面
会
し
、
下
田
の

欧
米
教
育
視
察
に
つ
い
て
も
談
話
し
て
い
る
。
書
簡
の
「
其
折
御
嘱

託
ノ
件
」
は
こ
の
面
談
に
お
い
て
下
田
が
依
嘱
し
た
こ
と
を
受
け
て

い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
日
誌
に
は
ゴ
ル
ド
ン
夫
人
の
饗
応

を
受
け
、
夫
人
の
知
人
と
面
会
す
る
な
ど
交
流
を
持
っ
た
こ
と
も
記

さ
れ
て
い
る
。

（
２
） 長
崎
書
簡
１
注
（
３
）
に
同
じ
。
宮
中
顧
問
官
で
あ
っ
た
高
崎
は
小

松
宮
別
當
、
北
白
川
別
當
を
兼
務
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
高
崎
別
當

と
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
彦
根
正
三
編
「
改
正
官
員
録　

明
治

二
十
六
年
甲
三
月
」
博
公
書
院　

明
治
十
七
～
二
十
六
年
）。

（
３
） 斎
藤
桃
太
郎　

宮
内
大
臣
秘
書
官
（
前
掲
「
改
正
官
員
録
」
注
（
２
）

に
同
じ
）。

（
４
） 

高
木
兼
寛　

嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
～
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）

旧
薩
摩
藩
士　

海
軍
軍
医
総
鑑
。

（
５
） 長
崎
書
簡
１
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
６
） 下
田
の
ロ
ン
ド
ン
で
の
寄
留
先
は
、61 Princes Gate

の
ゴ
ル
ド
ン

夫
人
宅
か
ら19 Pelham

 Place

に
移
転
し
た
こ
と
が
、
大
関
啓
子

「T
he "H

ill D
ifficulty" - W

om
en's H

igher Education in 
England

」（
実
践
女
子
大
学
文
学
部
紀
要　

第
三
十
五
集　

一
九
九
三
年
）
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
移
転
先
つ
い
て
も
、
大

関
啓
子
「61 Princes Gate

と19 Pelham
 Place

―
下
田
歌
子
ロ

ン
ド
ン
仮
住
居
―
」（
実
践
女
子
大
学
文
学
部
紀
要　

第
五
十
六
集　

二
〇
一
四
年
）
に
詳
し
い
が
、
こ
の
書
簡
の
日
付
か
ら
、
遅
く
と
も

明
治
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日
に
は
移
転
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
。３　

明
治
二
十
七
年
十
ニ
月
二
十
九
日　
（
二
〇
六
六
）

拝
晤
、
本
年
も
最
早
餘
日
無
之
実
ニ
光
陰
如
箭
、
何
時
ノ
間
ニ
か
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二
十
八
年
之
春
を
迎
候
事
ニ
相
成
候
。
陳
は
兼
而
御
依
嘱
之
件
、
都

合
能
進
行
中
ニ
御
座
候
。御
留
學
延
期
は
、此
間
の
前
よ
り
更
ニ
六
ヶ

月
ト
伺
濟
ニ
相
成
、
之
ニ
随
伴
ス
ル
御
留
學
費
の
議
は
充
分
困
難
と

相
考
、
依
テ
之
ニ
順
應
ス
ル
方
針
と
説
明
等
考
究
ノ
上
、
佐
々
木
伯

髙
崎
男
等
へ
委
曲
御
話
申
上
候
。
末
微
力
を
振
ひ
、
彼
是
心
配
仕
居

候
處
、
此
間
表
面
大
臣
よ
り
、
御
方
様
御
留
學
費
見
込
を
附
ヶ
差
出

候
様
命
令
有
之
候
ニ
付
取
調
候
ト
ノ
事
ニ
有
之
、
直
ニ
取
調
豫
定
金

額
ニ
は
、
相
塲
之
劇
変
ト
、
海
外
在
留
者
は
内
地
よ
り
想
像
ノ
及
ハ

ザ
ル
所
ニ
存
外
入
費
等
有
之
候
之
ニ
詳
細
ニ
相
述
ベ
、
已
ニ
本
省
中

は
夫
々
檢
印
も
相
濟
み
て
、
目
下
廣
島
大
本
営
ヘ
伺
中
ニ
付
、
不
日

相
濟
候
事
と
奉
存
候
。
右
等
相
運
候
上
は
、
先
ツ
龍
動
ニ
於
テ
御
依

嘱
ノ
件
は
一
ト
通
終
結
仕
候
事
と
奉
存
候
。
此
外
相
應
之
御
用
も
御

座
候
ハ
ゞ
、
無
御
遠
慮
御
申
越
被
下
度
、
小
生
ニ
於
テ
出
来
丈
は
忠

実
ニ
、
如
何
様
ト
モ
御
盡
力
ニ
仕
候
。
尤
御
方
様
ノ
件
ニ
付
而
は
、

土
方
宮
内
大
臣
佐
々
木
伯
髙
崎
男
等
、
深
切
ニ
懇
篤
ニ
御
盡
力
相
成

候
ニ
付
、
御
序
ニ
御
礼
状
御
上
ケ
置
被
下
度
奉
願
候
。
爰
ニ
歳
末
ノ

祝
詞
ト
新
年
ノ
賀
詞
を
兼
ネ
併
セ
テ
要
用
ノ
み
申
上
度
得
貴
意
た
く

候
、
草
々
敬
具

十
二
月
二
十
九
日　
　
　
　
　

省
吾

下
田
歌
子
先
生　

侍
女
中

（
封
筒
表
）

「　

英
國
龍
動
ニ
テ

下
田
歌
子
様　

親
展
急　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　

〆
東
京
壹
番
町
弐
番
地

　
　
　

長
崎
省
吾　

」

４　

明
治
二
十
八
年
ニ
月
八
日　
（
二
〇
六
八
）

拝
晤
、
御
芳
書
落
手
難
有
拝
誦
候
處
へ
、
愈
々
以
テ
御
清
福
御
取
調

上
々
御
勤
勉
之
段
奉
敬
賀
候
。
次
ニ
小
生
モ
供
奉
被
仰
付（

１
）、

目
下
廣

島
大
本
営
ニ
相
詰
居
候
間
、
□
慮
外
御
放
念
被
下
度
候
。
陳
は
、
書

中
縷
々
御
陳
述
ノ
趣
委
細
拝
承
仕
候
。
折
角
海
外
ヘ
御
派
出
相
成
候

以
上
は
、
其
目
的
を
達
ス
ル
費
用
無
之
候
テ
ハ
、
當
初
ノ
御
趣
意
ニ

對
シ
テ
も
又
御
方
様
御
一
身
上
ニ
於
テ
嘸
御
不
都
合
と
十
二
分
ニ
御

察
申
上
候
ニ
付
、
帰
朝
早
々
髙
崎
男
ニ
委
曲
相
合
ノ
上
、
佐
々
木
伯

も
猶
御
協
議
相
願
ヒ
、
委
曲
本
大
臣
ヘ
陳
辨
仕
候
處
、
固
よ
り
御
方

様
ノ
事
ニ
は
兼
而
心
配
い
た
し
居
レ
候
ニ
付
、
直
ニ
同
意
を
表
セ
ラ

レ
候
次
第
ニ
御
座
候
末
、
左
様
御
承
知
被
下
度
候
。
御
留
學
一
ヶ
年
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御
猶
豫
ニ
伴
フ
費
用
も
、
夫
々
説
明
を
加
へ
、
並
通
海
外
旅
費
よ
り

金
額
モ
相
増
居
候
間
、
其
亦
御
承
知
置
被
下
度
候
。
○
御
書
中
ニ
有

ル
如
ク
、
英
國
人
家
族
ノ
生
活
は
一
種
特
別
ニ
シ
テ
、
則
チ
此
ノ
特

種
ノ
生
活
ト
薫
陶
ハ
大
英
國
を
成
ス
ノ
原
因
ニ
有
之
候
半
カ
ト
兼
々

相
思
居
候
處
、
御
方
様
ノ
御
書
面
ニ
もFam

ily life

ノ
上
ニ
御
注

意
重
相
見
得
、
至
極
御
尤
ニ
奉
存
候
ニ
付
、
ど
ふ
ぞ
充
分
ニ
家
族
ノ

生
活
ト
薫
陶
ヲ
御
取
調
、
御
帰
朝
ノ
御
土
産
ト
被
成
被
下
度
、
呉
々

も
奉
願
候
。
東
洋
家
族
ノ
生
活
ノ
実
況
は
、
餘
リ
理
想
ノ
規
法
ニ
流

レ
、
冷
淡
ニ
過
ル
塲
合
無
之
哉
、
再
度
心
ノ
中
ニ
研
究
一
罷
在
候
處

ニ
御
座
候
。
今
少
シ
人
情
自
然
ノ
發
動
ニ
依
リ
、
之
を
活
用
ス
ル
ノ

道
ハ
無
之
哉
。
所
謂
英
國
ニ
唱
ヱ
ルH

om
eCom

fort, Fam
ily 

happiness

等
ノ
點
と
ニ
心
を
用
ユ
ル
工
合
は
無
之
哉
、
女
子
も
男

士
も
猶
講
究
い
た
し
度
モ
ノ
ト
始
終
考
居
候
次
第
ニ
御
座
候
。
○
日

清
之
件
も
急
ニ
収
局
を
結
フ
形
況
モ
無
之
、
過
日
清
國
よ
り
當
地
ヘ

媾
和
使
モ
来
リ
候
次
第
、
資
格
不
充
分
至
候
ノ
點
よ
り
破
談
ト
相

成
候
。
戦
地
ノ
形
況
ハ
威
海
衛
陸
地
ノ
在
砲
臺
は
已
ニ
占
領
シ（

２
）、

唯

餘
ス
處
ハ
劉
公
島
ニ
有
之
候
。
該
島
ニ
は
支
那
ノ
艦
隊
死
守
シ
テ
防

禦
シ
、
数
々
劇
戰
ノ
模
様
ニ
御
座
候
。
併
シ
本
日
中
は
之
レ
も
占
領

ノ
快
報
ニ
接
ス
ベ
シ
ト
皆
々
相
待
居
候
。
其
外
全
局
ニ
関
シ
申
上
度

事
夥
多
御
座
候
得
共
、
何
分
大
本
営
中
諸
務
ニ
取
紛
居
候
、
旁
大
略

御
右
迠
乱
筆
を
以
テ
申
上
度
、
草
々
敬
具

二
月
八
日　
　
　
　
　
　

省
吾

下
田
歌
子
様

中
封
筒

（
封
筒
表
）

「　

英
國
龍
動

下
田
歌
子
様　

必
親
展　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「　

〆
廣
島
大
本
営
ニ
於
テ

　
　
　

長
崎
省
吾　
　

」

（
封
筒
表
）

「　

在
英
龍
動
日
本
公
使
館
、
依
頼

下
田
歌
子
殿
、
必
親
展
急

M
adam

e Shim
oda

Leave of the Japanese Legation London England
　

19 Pelham
 Place  South K

ensington　
　
　
　
　
　

」

Im
m

ediate
（
封
筒
裏
）

「　

廣
島
大
本
営
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長
崎
宮
内
大
臣
秘
書
官　
　

土
方
大
臣　

□
□　
　
　
　

」

（
１
） 長
崎
は
明
治
二
十
八
年
一
月
二
十
一
日
「
斉
藤
宮
内
大
臣
秘
書
官
不

在
中
供
奉
被
仰
付
」
の
辞
令
を
受
け
て
い
る
（
前
掲
『
長
崎
省
吾
関

係
文
書
』
四
三
六
―
三
）。

（
２
） 明
治
二
十
八
年
一
月
三
十
一
日
に
、
清
国
講
和
使
節
と
し
て
張
蔭
桓

と
邵
友
濂
が
広
島
に
到
着
す
る
が
、
日
本
政
府
か
ら
全
権
委
任
状
の

不
備
が
指
摘
さ
れ
二
月
一
日
に
交
渉
は
打
ち
切
ら
れ
た
。
威
海
衛
で

の
日
本
軍
の
攻
撃
に
対
し
、
同
十
二
日
清
国
北
洋
艦
隊
が
降
伏
し
、

日
清
戦
争
の
勝
敗
が
事
実
上
決
し
た
。
下
田
書
簡
１
注
（
１
）
に
同

じ
（
国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア
歴
史
セ
ン
タ
ーH
P

「
描
か
れ
た
日
清

戦
争
～
錦
絵
・
年
画
と
公
文
書
」
参
照
）。

５　

明
治
二
十
九
年
ニ
月
十
二
日　
（
四
四
一
）

拝
晤
、
先
般
歐
米
御
巡
視
中
ノ
報
告（

１
）謹

讀
仕
候
。
僅
カ
二
ヶ
年
ノ
日

子
を
以
テ
歐
洲
立
國
ノ
基
礎
ト
社
會
發
達
ノ
経
済
遡
リ
、
之
ニ
関
聯

ス
ル
教
育
云
々
御
縷
述
、
寔
ニ
敬
服
之
外
無
之
候
。
斯
迠
ニ
歐
洲
社

會
ノ
根
源
薀
奥
御
研
究
相
成
タ
ル
ハ
、
永
ニ
留
學
ノ
男
士
中
ニ
も
稀

ニ
御
座
候
。
猶
委
細
ハ
御
面
晤
ニ
讓
リ
、
草
々
敬
具

二
月
十
二
日　
　
　
　

省
吾

下
田
先
生　

侍
女
中

（
１
） 下
田
書
簡
４
注
（
７
）（
８
）
参
照
。

謝
辞本

稿
の
翻
字
作
業
に
あ
た
っ
て
は
、
実
践
女
子
学
園
旧
職
員
大
塚

宏
昌
氏
の
ご
指
導
ご
協
力
を
賜
っ
た
。
ま
た
、
国
立
国
会
図
書
館
憲

政
資
料
室
お
よ
び
実
践
女
子
大
学
・
実
践
女
子
短
期
大
学
部
図
書
館

に
は
資
料
閲
覧
・
複
写
を
お
許
し
い
た
だ
き
、
国
立
国
会
図
書
館
憲

政
資
料
室
所
蔵
『
長
崎
省
吾
関
係
文
書
』
の
複
写
資
料
の
使
用
に
は

実
践
女
子
大
学
下
田
歌
子
記
念
女
性
総
合
研
究
所
の
ご
協
力
を
賜
っ

た
。
関
係
諸
氏
並
び
に
機
関
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
あ
い
こ
う　

は
る
み
・
福
生
市
郷
土
資
料
室
職
員
・

実
践
女
子
大
学
昭
和
五
十
八
年
度
卒
業
生
）

（
か
と
う　

や
す
こ
・
東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科

特
任
研
究
員
・
実
践
女
子
大
学
平
成
元
年
度
卒
業
生
）

（
た
か
せ　

ま
り
こ
・
実
践
女
子
大
学
短
期
大
学
部
教
授
・

実
践
女
子
大
学
大
学
院
昭
和
六
十
年
度 

修
士
課
程
修
了
）

（
み
や
き　

た
か
こ
・
前
秋
草
学
園
短
期
大
学
教
授
・

実
践
女
子
大
学
大
学
院
昭
和
五
十
年
度 

修
士
課
程
修
了
）


